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〈養豚特集〉─食農リサーチ─

合わせた交雑種を生産している。国内外で広
く普及しているのは、ランドレース種（雌）と
大ヨークシャー種（雄）を交配した肥育もと豚
生産用母豚に、デュロック種（雄）を掛け合わ
せた三元豚である（第１図）。
デュロック種は他の品種と比べて肉量や肉

質に関する能力（産肉能力）が高く、ランドレ
ース種と大ヨークシャー種は繁殖能力に優れ
ている。三元豚の交配様式には、このような
特長ある純粋種が用いられている。
三元豚の品種改良にあたっては、これら純

粋種の特長を更に伸ばすことが基本とされる。

2　 産肉能力に関する目標で肉質に

注目
（1）　筋肉内の脂肪含量が重要

産肉能力の改良の成果と方向性に
ついて、農林水産省の「家畜改良増
殖目標」で確認することとする。飼
料利用性の指標となるデュロック種
の１日平均増体重は2005年の880gか
ら15年は912gとなり、飼料要求率（飼

家畜の改良は、畜産経営で課題となる生産
性や肉質の向上のために重要である。国は、
家畜改良増殖法に基づき、５年ごとに家畜
（牛、豚等）の繁殖能力等に関する10年後の改
良目標を定め、国、県、民間が目標に沿って
改良に取り組んできた。
豚の能力に関するこれまでの改良成果と方

向性を整理し、（独）家畜改良センターを中心
とした最近の取組みを紹介する。

1　純粋種の改良で豚の能力向上を図る

養豚経営では一般に、複数の純粋種を掛け

研究員　福田彩乃

公的機関を中心とした豚の品種改良と今後の展開

資料 畜産技術協会「やさしい畜産技術の話」に筆者加筆

第1図　肥育豚（三元豚）の交配様式

1腹当たり生産
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肥育もと豚生産用母豚 デュロック種

肥育豚（三元豚）

（LW） （D）

（LWD）

純粋種
能力の推移 目標数値

05年 10年 15年 25年

産肉能力
飼料利用性

1日平均増体重（g）

デュロック種

880 870 912 1,030
飼料要求率 3.1 3.1 2.9 2.8

産肉性
ロース芯の太さ（cm2） 39 41 38 38
背脂肪層の厚さ（cm） 1.8 1.7 1.5 1.5

繁殖能力 1腹当たり育成頭数（頭）
ランドレース種 9.8 9.9 9.8 11
大ヨークシャー種 9.8 10 10.3 11.5

資料 2005、10、15年に公表された農林水産省「家畜改良増殖目標」をもとに作成
（注）  各能力は各年の「家畜改良増殖目標」で公表されている数値。

第1表　 豚の能力の推移と2015年の改良増殖目標
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たす「ユメサクラエース」が完成した。ユメ
サクラエースは、15年に（一社）日本養豚協会
から「系統豚」として認定され、豚の改良の
ために県等で広く利用されている。

3　繁殖能力は海外を大きく下回る

産肉能力に比べて、繁殖能力の向上は大き
な進展が見られない。具体的にこれまでの成
果を見ると、１腹当たり育成頭数はランドレ
ース種が横ばいで、大ヨークシャー種は微増
にとどまっている。
15年策定の改良目標では、国内の繁殖能力

が豚改良の先進諸国を大きく下回っていると
し、能力停滞の一因として、国や県・民間種
豚生産者が独自に改良を進め、連携が十分に
図られてこなかったことを指摘している。

4　新たな取組み

産肉能力や繁殖能力の改良を加速化するた
め、16年に同センター、県、民間種豚生産者
を会員とする任意団体「国産純粋種豚改良協
議会」が設立された。各会員が有する豚の能
力を統一基準で評価・比較し、相互に改良に
利用する計画である。また、協議会はセンタ
ーと連携しながら純粋種を改良し、会員に活
用してもらう考えである。
20年に新たな改良目標が公表される。繁殖

能力等の向上に向けた取組みの深化など、ど
のような方向性が示されるのか注目する必要
がある。

料摂取量／増体重）も同様に改善している（第１
表）。ただし、15年に策定された25年の目標で
は、生産コスト低減のため、更なる向上を挙
げている。
産肉性は、指標となるロース芯の太さや背

脂肪層の厚さを維持するような改良が進めら
れてきた。15年策定の目標では、食味向上に
つながるロース芯の筋肉内脂肪含量に注目し
ている。デュロック種の平均的な筋肉内脂肪
含量が４～５%とされるなかで（宮下（2016））、
おおむね６%へ向上するとしている。
（2）　センターの事例

同目標を実現した一例として、家畜改良セ
ンターのデュロック種がある。改良方法は、
「系統造成」と呼ばれる国内の公的機関で一般
的に採用されているものと同じである。
同センターはまず、国内外のデュロック種

のなかから脂肪含量の多い雄10頭・雌30頭を
収集した。そして、それらから出生した子豚
（雄120頭・雌120頭）のうち、発育成績に優れた
雄30頭・雌60頭を選抜した（一次選抜）。さら
に特定の月齢に達した段階で、血縁のばらつ
き等を考慮し、雄10頭・雌30頭を選抜した（二
次選抜）（第２図）。
二次選抜までに１年を要し、こうしたプロ

セスを合計で５回繰り返し、当初の目標を満

　＜参考文献＞
・ 新晋二（2015）「系統造成の取組と今後の展開」『ALL 
about SWINE』第46号、2～7頁

・ 宮下覚司（2016）「肉質改良の切り札『ユメサクラエース』」
『養豚の友』1月号

（ふくだ　あやの）

第2図　ユメサクラエースの事例

群構築、交配
雄10×雌30

二次選抜
雄10×雌30

一次選抜
雄30×雌60

分娩・離乳
雄120×雌120

資料 家畜改良センター宮崎牧場「デュロック種系統豚『ユメサクラエ
ース』造成の概要」
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り組んできたが、商標の関係で地元流通ができ
ないという問題を抱えていた。飼養管理のレベ
ルアップを目指して96年に母豚100頭規模へ農
場の集約化と規模拡大、清浄（SPF

（注）

）豚舎新設を
計画。種豚は全農ハイコープSPF豚へ移行し、
2003年にSPF認定農場として運営を開始した。
07年には新銘柄豚のネーミングを一般公募し
て「南

なん

部
ぶ

福
ふ

来
く

豚
ぶた

」として地産地消のブランド化
に取り組んだ。飼料にはゴマの搾りかす、海藻
粉末、クエン酸、ビタミンEを添加しているが、
現在は飼料米も15%程度給与している。飼養
日数は短めの160～170日齢で出荷し、肉質は
柔らかく脂にうま味が乗ると評価されている。

3　農場再編計画と株式会社への転換
06年には出荷頭数19千頭を超え、これまで

のピークとなった。しかし、そこから緩やか
な減少傾向が続き、産地衰退の危機感のなか
で09年には母豚800頭規模の一貫経営農場の
新設を計画した。ところが東日本大震災によ
って計画はストップ。さらに耕種農家の減少
で堆肥需要が減少し、生産者の高齢化・後継
者不足、豚舎老朽化や火災による生産休止に
よって、母豚1000頭規模の豚舎はあるものの、
実際の母豚飼養頭数は直近の19年12月時点で
530頭まで減少した。
17年に繁殖・肥育農場の新増設、休止豚舎

の増改築、ふん尿浄化施設の機能強化による
環境改善を柱として、母豚1,000頭の生産規模
を確保する農場再編計画を立案した。その際、
農事組合法人のままでは、個々の組合員の都
合による離農で出資金返戻などの影響を受け
るため、経営安定と意思決定のスピード化、
責任者の明確化を図るために株式会社化を決
定、18年５月に株式会社のだファームへ移行
した。これによって、設備投資や借入の方針

岩手県北部の野田村は、NHKの朝ドラ「あ
まちゃん」で有名となった久慈市の南側に位
置する。中山間地域で農地面積が少ないため
古くから養豚が盛んであった。過去にはCSF
（豚コレラ）によって大きく生産が落ち込んだ
時期も乗り越えてきたが、ここ５～６年の間
に生産を休止する農場が増えており、産地復
興に向けた生産者の取組みを紹介したい。

1　野田協業養豚組合の歴史
株式会社のだファームの前身は1974年に母

豚30頭規模の当時としては大型の養豚農家が
集まって設立した農事組合法人野田協業養豚
組合（以下「協業組合」）だ。当初は稲わらを敷
料として利用し、堆肥を耕種農家と交換する
耕畜連携の養豚一貫生産農場が、協業組合経
由で肉豚を販売するスタイルをとり、JAの全
面的なバックアップのもとで協業組合運営が
始まった。88年には共同利用のふん尿処理施
設も完成した。

2　銘柄豚・SPF豚への取組み
県内でいち早く86年に専用飼料で生産する

銘柄豚「南部ロイヤル」による、産直生産に取

取締役食農リサーチ部長　北原克彦

農場再編・整備による養豚産地の再スタート
─ 株式会社のだファームの取組み（岩手県九戸郡野田村） ─

 平谷社長と南部福来豚（筆者撮影）
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に販売されるが、農場再編後は食肉処理場の
能力を超える生産頭数となるので、（株）いわ
ちく（岩手県紫波町）への出荷も検討中である。
全農岩手県本部の津志田畜産統括課長も販売
支援の一つにJA全農ミートフーズ（株）を通じ
た首都圏向け販売も視野に入れたいと話す。
20年からの産地再スタートを期待したい。

決定が早まり、借入時の個人保証や手続き面
で負担が軽減した。

4　新農場建設の進展
20年春に農場が完成し、本格稼働時にはパ

ート込みで24人の社員が雇用される。生産シ
ステムの基本は繁殖・肥育を分離する２サイ
ト方式だ。和野平地区第１繁殖農場から63～
64日齢の育成豚を根井地区４肥育農場へ移出
する。肥育農場は豚の体重を自動計測するオ
ートソーターを導入して省人化に取り組む。
なお、根井地区２農場は一貫生産を継続する。
豚舎をフル稼働させて効率を高めるため、

１週間ごとの出荷サイクルを組むが、年末年
始・５月連休など食肉市場が休場する際に出
荷調整ができるよう、繁殖農場には10日ほど
飼養延長できる余裕を持っている。また、繁殖
成績が上昇して肥育豚舎が不足する場合には、
第６肥育農場を拡張することも念頭に置いて
いる。降雪期に入った現在、農場周囲へCSF対
策のイノシシ防除フェンス設置を進めている
が、需給逼迫による資材の入荷ずれこみや、
フェンス出入り口の除雪などで負担が大きい。
新農場などの総投資額は約９億円となり、

一部事業費について補助事業を活用する。全
ての農場を休止するのではなく、既存の母豚
500頭規模を生産継続しながら取り組むため、
運転資金の負担は軽い。
全農のベンチマーキングシステム「WebPics」

でみると、第１繁殖農場の１母豚当たり年間
離乳頭数は27頭近い高い実績を出している。
平谷社長は母豚1,000頭で年間25,000頭出荷の
計画であるが、離乳頭数30頭を目指して
26,000頭出荷を実現したいと産地復活に向け
た思いを語る。
販売は地元の久慈広域食肉処理場へ出荷

し、そこから県内や青森県南部の量販店向け

（注）SPFとは、Specific（特定の） Pathogen（病原
体） Free（無い）の略。この豚を育成するには設
備・防疫管理などの審査基準（SPF豚農場認定制
度）をクリアしなければならない。

　＜参考文献＞
・ 日本SPF豚協会（19年12月17日アクセス）
http://www.j-spf.com/

・ 野田協業養豚組合創立40周年記念誌「40年の歩み」

（きたはら　かつひこ）

 建設が進む第 1肥育農場（筆者撮影）

資料 のだファーム提供

第1図　のだファーム再編計画

和
野
平
地
区

FVファーム
（母豚300頭一貫）

改修 第1繁殖農場
（母豚800頭）

FV
糞尿処理施設

現状維持 第1繁殖農場
糞尿処理施設

根
井
地
区

萬徳農場
（母豚100頭一貫）

現状維持

浄化施設 浄化施設機能強化

第2農場
（母豚100頭一貫）

新設 第1肥育農場
（5,376頭収容）

川口農場
（母豚100頭一貫）

現状維持 第3農場
（母豚100頭一貫）

佐藤農場
（休止中）

再開 第4肥育農場
（530頭収容）

中原肥育農場
（休止中）

再開 第5肥育農場
（800頭収容）

大畑肥育農場
（休止中）

再開 第6肥育農場
（380頭収容）
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飼養環境・飼養豚監視を畜産技術センター、

IoT機器によるデータ収集とシステムの有効

性検討を養豚協会、IoT機器の設置・管理と

耐久性等の調査をNTT東日本が行う。19年８

月に機器を設置、９月から実証実験がスター

トし20年３月に結果を取りまとめる予定だ。

NTT東日本によると豚舎洗浄時の薬品や水

圧にも耐えられる防水防じん仕様の機器を選

定し、畜産技術センターが豚に遊ばれない位

置へ機器の設置を工夫した。センサーで測定

した温湿度データはLPWA（小電力で㎞単位の

距離を通信できる無線技術）で送信、カメラで

撮影した画像はWi-Fiで送信し事務所のパソコ

ンやタブレットで確認する。画像データは２

日分保存しており、飼養豚の異常発見時には

画像からも原因調査ができる。

養豚協会と畜産技術センターによると、落

雷で３時間停電した際も、復電時にメール連

養豚では豚の発育段階に応じて豚舎のなか

を最適の温度帯に調節し、換気によって新鮮

な空気を与えなければならない。また、豚は

汗をかいて蒸発時に体熱を発散させる機能を

持っていないため、夏場は湿度が高いと体温

調節の生理負担が大きくなる。一方、冬場の

乾燥は人間と同様に肺炎のリスクを高めてし

まう。このように豚にとって快適な環境管理

をきめ細かく行うことが大切であるが、同時

に農場職員の負担軽減も課題だ。

これらの解決に向けて東日本電信電話株式

会社神奈川事業部（以下「NTT東日本」）と一般

社団法人神奈川県養豚協会（以下「養豚協会」）、

神奈川県畜産技術センター（以下「畜産技術セ

ンター」）が連携して取り組んでいる、「豚の飼

育におけるIoTを活用した生産性向上等に向

けた実証実験」を紹介したい。

1　 IoTによる飼養環境の

見える化

畜産技術センターは2018年に

環境に配慮した肥育豚舎・設備

を整備した。建築面積311.25㎡、

250頭の規模だ。そこへNTT東

日本から畜産技術センターと養

豚協会へIoT活用の提案を行い、

連携して既存設備でも導入が容

易なIoT活用の飼養環境監視シ

ステム構築を目指すこととした。

役割分担は、IoT機器による

取締役食農リサーチ部長　北原克彦

IoTを活用した養豚生産の見える化への挑戦

 豚舎内に設置したカメラ、温湿度センサー、無線送信機（写真：NTT東日本提供）

農林中金総合研究所 
https://www.nochuri.co.jp/
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かり、夜間の見回りや、母豚による子豚の圧

死も減らせるなどメリットが多いので、実験

の機会があれば是非チャレンジしたいと語る。

3　 豚にやさしい空調システムと

微生物脱臭システム

実証実験のフィールドである豚舎にはドイ

ツ製の空調・脱臭システムを導入している。

換気は外気を豚舎屋根裏から通路へ落とし、

豚房フェンスを越えて入れ、豚に直接外気が

当たらない工夫をしている。豚舎内の空気は、

豚舎床下にあるふん尿ピットを通して排気フ

ァンで豚舎の隣に設置した脱臭装置へ送り、

スプレー水で粉じんを除去後にフィルター（微

生物を表面に定着させたハチの巣状の構造）を通

して脱臭・排気している。本施設の脱臭効果

については試験中であるが、脱臭効果は高そ

うだと畜産技術センター高田主任研究員は評

価している。筆者も現地で豚舎近くに立ち寄

った際、畜産臭とは思えない僅かな発酵臭を

感じた程度であった。密閉型豚舎であれば脱

臭装置は外付け設置可能で、既存の排気ファ

ンも利用できるため建設費が比較的低くなり、

このシステムを利用可能な農場は多いと考え

る。

絡が入り安全を確認できたそうだ。事務所で

画像を見ていると、エサを食べる以外は、異

常がなければ普段は寝ており、歯ぎしりやい

びきもかく。立って動いているのはストレス

や異常だと分かる。また、これまで測定でき

なかった明け方の気温が分かるようになり、

適切な室温設定が可能となった。

2　肥育豚舎の完全無人化も視野に

IoT利用によって肥育豚舎への出入りは、

機器の故障や飼養豚の異常発生時のみとする

ことも可能であり、順調に稼働すれば完全無

人化が視野に入る。職員の出入りが少なくな

ることによって、病気を持ち込むリスクが小

さくなり、防疫対策上も有効であるほか、生

産規模に応じて省人化効果も生まれ投資メリ

ットが得られると評価できる。

NTT東日本によると、固定したカメラ１台

で２豚房まで撮影可能であるが、将来は豚舎

内を移動しながら撮影する方法なども検討し

ている。さらに様々なセンシング機能の組み

合わせや、温湿度データに基づいて環境制御

を自動化したいと考えている。

養豚協会の前田常務理事は、繁殖部門で利

用した場合、監視カメラで発情行動などが分

　＜参考文献＞
・ 神奈川県畜産技術センター（2018）「環境制御型養豚施設」
資料

・ 東日本電信電話 神奈川事業部（2019）「豚の飼育における
IoTを活用した生産性向上等に向けた実証実験について」
（19年12月17日アクセス）
https://www.ntt-east.co.jp/kanagawa/information/
detail/1261755_1751.html
・ 山下哲生・香川光生（2015）『養豚現場のホップ・ステッ
プ・ジャンプ』日本畜産振興会

（きたはら　かつひこ）

第1図　 飼養環境の遠隔監視イメージ図

資料　NTT東日本提供

農林中金総合研究所 
https://www.nochuri.co.jp/
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〈養豚特集〉─食農リサーチ─

銘柄の立ち上げ主体は個々の生産者、系統

団体、食肉メーカー等で、年間出荷頭数は、

数百頭から数十万頭までと差が大きい。

2　ローズポークの事例
（1）　概要

ローズポークは、茨城県銘柄豚振興会が管

理する銘柄豚である。振興会は1983年に生産

マニュアルを含む銘柄規約を制定し、同年か

ら県内で生産を開始している。銘柄豚のなか

では、かなり早い時期の取組みといえる。

同銘柄を生産する指定生産者は、マニュア

ルを遵守する必要がある。具体的には、県が

改良した種豚を交配に使用した三元豚
（注2）
とする

ことが求められる。また、弾力があり、きめ

が細かい肉質を実現するため、肥育後期（出荷

前の２か月間）に大麦を15%配合した専用飼料

を給餌するとしている。こうして生産された

豚がローズポークとして、振興会が認定した

多くの養豚産地は、輸入豚肉や国内の他産

地との差別化のため、飼料の配合設計等を工

夫し、産地等の名称を付けた銘柄豚を立ち上げ

ている。2014年時点で国内出荷頭数の半数
（注1）
が

銘柄豚とされる。

以下では、銘柄豚の生産の動向を把握した

うえで、茨城県内で生産されるローズポーク

を事例に安定出荷と販売力強化の取組みを紹

介する。

1　銘柄豚の動向

都道府県や生産者団体等へのアンケート調

査を取りまとめた『銘柄豚肉ハンドブック』

によると、銘柄数は00年の179から12年の380

へと大きく増加した。その後も緩やかな増加

が続き、18年に441となっている（第１図）。

第２図に示すように地域別の銘柄数は、養

豚の盛んな関東や九州・沖縄で多く、２地域

で全体の６割を占める。都道府県別には、北

海道（35）、群馬（34）、宮崎（26）、茨城（22）、埼

玉（22）、千葉（22）の順となっている。

研究員　福田彩乃

銘柄豚の安定出荷と販売力強化に向けた取組み

500

400

300

200

100

0

（銘柄）

第1図　銘柄数の推移
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資料 食肉通信社（2018）をもとに作成
（注） ハンドブックは2～4年ごとに刊行。
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第2図　地域別の銘柄数（2018）（n＝435）
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づき、地域別に集計したもの。なお、同区分で「全国」とされる6銘柄
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えるかが課題と考えている。

18年に同銘柄のおいしさについて、外部の

専門企業に分析を依頼した（第４図）。うま味、

濃厚さ等について数値化し、商談の際の説明

材料として活用していく予定である。

また、生産開始当初からパッケージ等に使

用してきたロゴマークを19年度中にリニュー

アルする計画である。リニューアルにあたっ

ては、ローズポークのコンセプトを改めて確

認することが重要としている。生産者や販売

店、JA担当者の意見を取りまとめ、ロゴマー

クのデザインや今後の販売戦略に生かす考え

だ。

ローズポークは1983年から続くロングセラ

ーブランドである。引き続き消費者に愛され

るため、販売力強化を進めており、今後の展

開に注目したい。

県内外の指定店で販売される。
（2）　夏場の出荷量の落ち込みを緩和

同銘柄の生産者数は、13年以降減少してい

るが、生産頭数は生産者の規模拡大により3.1

万頭前後を維持している（第３図）。

生産の課題は、年間を通した安定出荷であ

るという。例年、６～７月の出荷量は、暑熱

ストレスによる受胎率低下で、ピーク時（11

月）から２～３割減少する。振興会は受胎率向

上のため、獣医師と連携し精液の管理方法や

人工授精のタイミングを指導している。生産

者の授精技術向上で、夏場の落ち込みが緩和

されつつある。
（3）　新たな取組み

同銘柄は13年の食肉産業展の「銘柄ポー

ク・グランドチャンピオン大会」で優秀賞を

受賞するなど、肉質の高さが評価されてきた。

しかしここ数年、国産豚肉の価格高騰で、量

販店は輸入物の取扱量を増やす傾向にあると

いう。そうしたなかで、ローズポークの特長

を量販店のバイヤーや消費者にどのように伝

　＜参考文献＞
・ 食肉通信社（2018）『銘柄豚肉ハンドブック2018』
・ 淡野寧彦（2015）「地理学の視点からみたブランド畜産物の
特長と課題─銘柄豚を例に─」『関西畜産学会報』第173号

・ 福田彩乃（2020）「公的機関を中心とした豚の品種改良と
今後の展開」『農中総研　調査と情報』 1月号

（ふくだ　あやの）

（注 1）数値は淡野（2015）によるもの。『銘柄豚肉ハン
ドブック2014』に掲載された各銘柄の年間出荷頭
数をもとに算出している。

（注 2）三元豚とは複数品種を掛け合わせたもので、
具体的な交配様式は福田（2020）を参照。
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第3図　ローズポークの生産者数と生産頭数の推移
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資料 茨城県庁提供資料をもとに作成
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第4図　ローズポークの味分析
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〈レポート〉農林水産業

理事研究員　小掠吉晃

北海道から全国へ、ウズラ卵の魅力を発信
─ 室蘭うずら園の取組事例の紹介 ─

ウズラ飼養羽数は10万羽、全国の飼養羽数は
約400万羽なので北海道の比率は2.5%程度に
なる。全国に占める北海道の人口比率は4.2%
なので、北海道のウズラは人口の割には少な
い。北海道では本州ほどウズラ卵を食べない
そうだ。
当社は1961年創業で創業者が長く経営して

きたが、現社長の三浦氏は外部の出身だ。
2010年の社長就任後、新たな視点で飼養管理
の改善を進める一方、６次化による成長分野
の開拓も必要と判断し、同年にプリン工場の
新設を決断した。その後、徐々に加工品目を
増やし現在に至っている。

3　 こだわりの自社加工品を「北海道物産展」
で全国販売
国内のウズラ卵の流通経路は、スーパー等

でのパック卵の販売が２割、水煮卵等の加工
品が８割となっており、多くのウズラ卵生産
者は、全国４つのウズラ卵加工業者に生卵を
出荷している。
当社でもパック卵の比率は２割と業界平均

並みだが、残りはすべて自社加工している。
当社の加工品は水煮卵、味付け卵、くん製卵
等のレトルト商品と、プリン、アイスクリー
ム、カステラ、ケーキ等のスイーツと多様だ。

1　家禽卵のなかのウズラ卵とは
日本の家

か

禽
きん

卵は鶏卵とウズラ卵の２種類の
みと言ってよい。ただ生産規模は鶏卵が圧倒
的に多く、ウズラ卵の生産量は鶏卵の0.5%に
すぎない。鶏卵一強のなか、ウズラ卵が踏ん
張っている状況だ。
採卵鶏は世界規模の原種鶏企業により育種

改良が進められ、産卵率や飼料効率を年々向
上させながら、数百万羽にも至るような大規
模施設によって生産効率が極められてきた。
その結果、日本では高品質な鶏卵が、驚くほ
ど安く販売されている。
これに対してウズラ卵経営は、日本固有の

品種を農場内で自家繁殖する自己完結型が多
く、飼養規模は大きいものでも数十万羽にす
ぎない。効率性や価格面では鶏卵に全く対抗
できない。ウズラ卵には一口サイズの特性を
生かした、料理の具材、弁当のおかず等、固
有の需要がある。しかし、その範囲は限られ
ており、需要喚起には使用場面の拡大が課題
である。
こうした環境のなか、生産から加工、販売

まですべてにこだわり、多様な商品でウズラ
卵の魅力を全国に発信しているウズラ生産者
がある。

2　パック卵では北海道の独占企業
北海道室蘭市郊外の静かな場所に「株式会

社室蘭うずら園」がある。ウズラ卵生産者は
全国でも30経営体程度だが、北海道では当社
のみだ。道内で販売されるウズラのパック卵
は、すべてここから出荷されている。当社の

写真 1　 一番人気のうずらのプリン。 6つのフレーバー
が楽しめる

農林中金総合研究所 
https://www.nochuri.co.jp/
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これら加工品の最大の販路は、全国の百貨
店で開催される北海道物産展といった催し物
での販売だ。最初は水煮卵、味付け卵の販売
から始めたが、なぜ北海道展でウズラ卵なの
か、という百貨店担当者からの疑問の声もあ
ったという。しかし品質の違いと売上実績が
認められ、徐々に出店先を広げていった。
現在では「室蘭うずらのプリン」や味付け

卵の人気により全国からの出店依頼が相次ぎ、
年間100件以上の催し物に出店している。出店
スケジュールはホームページに掲示されてお
り、毎年の出店を心待ちにしている固定ファ
ンには優しい配慮となっている。

4　 伝統品種を無投薬で飼養、臭みのない
大きな卵
当社の特徴で目立つのは多彩な商品群と販

売手法であるが、こだわりの原点はウズラ卵
そのものにある。当社で飼養されているウズ
ラは1983年に導入した種ウズラを繁殖させて
きたもので、現在まで外部から一切導入して
いない。日本で飼養されているウズラには３
系統あるそうだが、そのすべてを交雑しない
ように分けて飼養し、種を保存している。
外部と完全に隔離してきたことで病気の発

生もなく、ワクチンや薬品を使わない飼養管

理を実現している。ワクチンを使用しないこ
とでストレスなく育ったウズラは大きな卵を
産む。一般に市販されているウズラ卵は10～
11g程度だが、当社のものは12gが標準で一回
り大きく、水煮、味付け卵に加工したときの
ボリューム感が違う。
飼料にも独自の工夫がある。ウズラの飼料

には魚粉が多く配合されるため、卵にわずか
な臭みが残る。当社はこれを何とか消せない
かと研究し、ある飼料配合（内容は企業秘密）に
たどり着いた。スイーツ作りに踏み切れたの
もこの成功があったからだという。農場見学
の際、ウズラ舎の近くに行ったが、畜産につ
きものの悪臭が全く感じられなかった。清掃
が行き届いていることに加え、この特別な飼
料の効果もあるという。

5　ウズラ卵の魅力を発信し続けるには
ウズラ卵には、食べやすいサイズと食感、

卵黄比率の高さ、濃厚な味等の良さがあり、
当社商品はもちろんそれらの特徴が生きるよ
う開発されている。だが、それだけにとどま
らず、臭みを取る、鮮度を高める等、マイナ
ス要素を取り除くという面でもウズラ卵の魅
力を引き出すことに余念がない。
「自社で加工するからこそ最終製品となっ
たウズラ卵の微妙な違いに気づき、飼養管理
から見直すことができる」、そう語る三浦社長
の言葉に当社の原点を感じた。

（おぐら　よしあき）

写真 2　 東京都内百貨店での出店

写真 3　 静かな林の中にあるウズラ舎
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〈レポート〉農林水産業

理事研究員　堀内芳彦

コープ自然派の有機農業への挑戦

境は一体と考え、有機農業や生物多様性農業
に取り組む生産者との産直拡大を事業の柱に
置いた。
また、共同購入会当時の1970、80年代を通

じてLLミルク反対や伊方原発反対など告発型
消費者運動を展開してきたが、近年もこうし
た運動は活発で、脱原発、遺伝子組み換え反
対、ネオニコチノイド系農薬排除が現在の組
合員活動の３大テーマである。　
2018年度時点で、事業連合の会員生協は、

四国、関西のコープ自然派の５生協と四国の
２学校生協である。会員生協の組合員数は147
千人（子育て世代の30、40代が６割を占める）、
供給高は177億円で、ともに事業連合設立以
降、毎年拡大している（第１図）。

2　有機農業への挑戦
事業連合が提供する農産物は、独自に設け

た高い安全基準をクリアした有機栽培、無農
薬栽培、省農薬（独自に定めた優先排除農薬・
問題農薬、除草剤、土壌くん蒸剤を排除）栽培に
よる農産物のみで、全て産直である。

生協の産直事業は、1970年代に安全・安心
な食品を求める生協組合員と安全・安心な農
産物の生産を志す生産者が結びつくことによ
ってスタートし、2000年代後半からは、安全・
安心に加え、食料自給率向上、環境配慮、地
産地消等を新たな価値とする取組みが各地の
生協で展開されている。
なかでも、有機農業の推進を事業の柱に置

き、子育て世代の30、40代を中心に、組合員数、
供給高を拡大しているコープ自然派事業連合
の取組みについて紹介する。

1　基本スローガン「国産派宣言」
生協連合会コープ自然派事業連合（以下「事

業連合」）は、四国、関西の安全な食品を求め
る共同購入会を母体とする生協が、共同仕入
れなどの事業を一体的に運営するために、02
年に設立された。
事業連合では、食の安全を求め、食料自給

率の向上を図るには、国内の農業を守らなく
てはならないとして、06年に基本スローガン
「国産派宣言」を掲げた。そして、食と農と環

資料 コープ自然派事業連合提供
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第1図　コープ自然派の組合員数と供給高の推移
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農産物（青果物、米）の供給高は12年度の17.7
億円から18年度31.4億円と毎年拡大し、農産
物全体に占める有機、無農薬栽培の割合も12
年度44%から18年度51%に拡大した（第２図）。
この拡大の主な要因として以下のような取組
みが挙げられる。
（1）　有機農業者を育てる

事業連合では、有機農業市場を拡大するに
は、若い生産者がきちんと収入を確保し、安
定的に農産物を供給し消費を伸ばす必要があ
るとして、1,000人の有機農業者の育成を目標
に、NPO法人とくしま有機農業サポートセン
ター（徳島県小松島市）を10年に設立した。
同法人が運営する有機の学校「小松島有機

農業サポートセンター」では、座学、栽培実
習、企業実習により、（一社）日本有機農業普
及協会の小祝代表理事が提唱するBLOF理論
（微生物の働きを土づくりに生かし、虫や動物な

ど多様な生物が住み良い環境を再生産する生態

系調和型農法）に基づく有機栽培技術や販売知
識を習得することができる。
18年度までの卒業生は120人を超え国内各

地で就農している。BLOF理論は、高品質・
多収穫な農産物生産を実現するための有機栽
培技術であり、例えば、人参で、慣行栽培に
よる一般的な反収量が２～３トンのところ、
有機栽培でその２～３倍の収量を達成する生
産者も出てきている。
（2）　生産者の収入確保

青果物、米の調達は、事業連合の農産物調達
部門を分社化し、16年に設立した（株）コープ
有機が担う。取引生産者とは、協議のうえ策
定した作付計画に基づき全量買取をしている。
値決め方法として、組合員販売価格を生産

者：中間業者：生協（コープ有機含む）＝60%：
10%：30%（事業連合23%、コープ有機７%）で配
分するルールがあり、組合員販売価格は、作
付計画段階から生産者と交渉し、生産者が再

生産可能価格を確保できるよう、おおむね相
場の1.2倍の価格に設定している。
なお、同社には19年に愛知県の生協連合会

アイチョイス事業連合が出資を行い、共同仕
入れに加わっている。
（3）　産地PJ

事業連合では「誰もが有機農産物を食べる
ことができる社会」を目指し、有機、無農薬
農産物の調達力強化を図るため、17年に産地
PJ（プロジェクト）をスタートさせた。
産地PJとは、徳島で行っている有機の学校

と集荷組織（自社便での集荷体制）を各産地に展
開する取組みである。有機の学校では、
BLOF理論に基づく「高品質・多収穫」有機
栽培技術を学び、集荷組織は、有機農業者に
対し集荷・小分けサービスを行う。また、消
費者に求めやすい価格で有機農産物を提供で
きるよう、全国物流ネットワークを構築し、
物流コストの負担を少なくする取組みも行う。
産地PJは、現在、徳島、熊本、兵庫、愛知、

長野、北海道の６産地で着手している。
（4）　「Oh! susowake（おすそわけ）」企画

旬の青果物では天候条件等で作付計画を上
回る収穫があり、余剰農産物が生じることが
多々ある。これを無駄にせず、頑張る若手生
産者を応援するために、この余剰農産物も事
業連合が買取り、各組合員に、おすそわけと
して無償でご近所やお友だちに配ってもらう
「Oh! susowake（おすそわけ）」企画を実施して
いる。
この企画は、おすそわけにより、多くの人

に有機農産物のおいしさやコープ自然派の活
動を伝えることによって、組合員拡大にもつ
ながっている。
以上のような若手生産者の育成・支援まで

踏み込んだ事業連合の有機農業への取組みに
ついて、今後の展開、成果に注目したい。

（ほりうち　よしひこ）
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〈レポート〉農林水産業

専任研究員　平田郁人

減少が続く都府県の生乳生産量

ンが発達する以前は、牛乳は輸送コストが大
きく腐りやすいため、飲用乳は地元消費が中
心であった。一方、乳製品は輸送コストが小
さく長期保存が可能なため、気温が低く草地
資源に恵まれ酪農に向いている北海道で主に
乳製品向けの生乳が生産されてきた。しかし、
近年では、都府県の生産量の減少が続いてい
るため、北海道からの飲用向け生乳は、過去
５年で50%増の49万トン、道内でパックされ
た牛乳は、同じく19%増の40万トンが都府県
に移出されるようになっている。

3　地域別格差の状況
生乳生産量は、酪農家戸数、経営規模（１戸

当たり経産牛頭数）、一頭当たり搾乳量の掛け
算となるが、ここでは、93年から18年までの
酪農家戸数と経営規模の変化について、地域
別の変化の格差をみてみたい。
まず、酪農家戸数に着目してみると、九州

の酪農家戸数の減少率が最も小さいことがわ
かる（第２図）。また、北陸の減少率も小さい
が、これは北陸地域では稲作農家が堆肥を得
るために副業的に酪農を行っているケースが
多く、酪農専業農家に比べ稲作・酪農複合経
営の農家の減少が少ないことによる。
次に、規模拡大の状況をみると、メガファ

ームの進出で増加した中国（122.1%増）には及
ばないものの、九州が96.5%増と高い伸びを示
している（第３図）。九州では酪農家の減少率
が小さいなかで規模拡大が進んでおり、これ
が生乳生産量減少の歯止めとなっている。
なお、生乳生産量の減少率が40%以上の地域

の酪農家戸数は全て500戸未満である。すなわ

1　減少が続く生乳生産量
都府県の生乳生産量は、1993年の5,164千ト

ンをピークに減少が続いており、2018年では
3,324千トンまで落ち込んでいる。この間、北
海道は低コストやブランド力を生かし、生産
量を3,462千トンから3,965千トンに増やした
が、都府県の落ち込みをカバーするには至ら
ず、全国の生乳生産量は8,626千トンから7,289
千トンまで減少した。

2　地域別の生乳生産量減少状況
都府県における生乳生産量の減少は、第１

図のとおり一様ではなく、93年から18年まで
の減少率により、次の三つに大別される。す
なわち①減少率が30%未満の九州、②30～
40%の中国、関東、東海、東北、③40%以上
の四国、近畿、北陸である。コールドチェー
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第1図　農業地域別生乳生産量の推移
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資料 農林水産省「牛乳乳製品統計」
（注） 1 1993年を100とした。
 2 関東には東山を、九州には沖縄を含む。以下同じ。
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ち、一定程度の酪農家が地域に存在しないと集
積のメリット（飼料配送や集乳の輸送コスト低減
等）が得られないため、生乳生産量の減少がさ
らに加速する結果になっていると考えられる。
一方、東海の１戸当たり平均飼養頭数は都

府県で最大であるが、酪農家戸数は６百台と
少なく、畜産環境問題もあるため規模拡大も
80.8%増と北陸（36.5%増）を除く他地域に比べ
相対的に低くなっている。さらに、酪農家戸
数の減少率も小さくないことから、東海は近
年生乳生産量を大きく減らしており、大規模
化が生乳生産の減少を緩和しているとは言え
ない状況になっている。
逆に東北は、平均飼養頭数は都府県のなか

で最小ながら酪農家戸数が多く、生乳生産量
の減少率は38.6%にとどまっており、小規模で
も酪農家戸数が多いため集積のメリットが発
揮されていると考えられる。

4　都府県の生乳生産量増加に向けた課題
都府県における生乳生産の減少をくい止

め、増加に転じさせるには、まず酪農家戸数
の減少に歯止めをかける必要があり、円滑な
経営承継や新規参入が喫緊の課題になってい
る。具体的には、後継者等が酪農を嫌えんす
る最大の要因である酪農経営にかかる労働負
荷量の大きさと周年拘束性の高さを低減させ
る必要があり、そのためには省力化機械の導

入やTMRセンター等の作業の外部化を図るこ
とにより、飼養管理レベルを低下させずに労
働負荷を軽減させる必要がある。さらに、可
能であれば労働負荷を低減させつつ規模を拡
大してスケールメリットを発揮させることが
望まれる。また定期的に休日がとれるように
するため酪農ヘルパー制度の充実も求められ
る。加えて、施設全体の老朽化が進んでいる
ケースが多く、その場合は畜舎等の既往施設
の建て替えをしなければならない。
また、地域によって酪農家戸数に格差が出

ているなかで、地域内に一定程度の酪農家が
存在できるよう酪農の産地に対して様々な政
策資源を集中していく必要がある。その際、
省力化機械の導入、ヘルパー制度の充実・活
用、規模拡大、畜舎等の建て替えや産地の形
成には相当の負担が酪農家にかかるため、十
全なる助成措置、経営安定対策および経営・
技術指導が不可欠である。
それとともに、経営・飼養管理態勢を向上

させることで対外信用力の強化につながるた
め、資金調達力の向上や人材の確保・育成に
もつながる酪農経営の法人化を進めることも
有力な生産量回復の手段のひとつであり、家
族経営と法人経営が混在した多様性に富む生
乳生産体制が望まれる。

（ひらた　いくひと）
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第2図　農業地域別農家戸数の減少（1993～2018年）
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〈レポート〉農林水産業

この近代化論は、戦後我が国の社会科学全般
において主流となった議論であるが、特に法
学においてその傾向が顕著だったように思わ
れる。もう一つは、集落の現実的存在感の重
みへのリアルな認識を基本としつつ、農村に
おいて個人が個人として存立するためには、
むしろ集落という形での共同性と共助が不可
欠であるとの見方を重視する立場である。
しかし、国家・集落・個人の関係はそれほ

ど単純ではない。例えば、国家は政策遂行の
ために集落をしばしば利用するため、その限
りにおいて集落への政策的支援を厭わないが、
見方を変えれば、国家は自身が担うべき役割
を集落に下請けに出し、その責務の所在をあ
いまいなものにしているとも言える。戦時の
動員体制を想起すればわかるように、集落の
自律性への依拠は、国家による国民統合へと
変質する可能性を常に内在している。グロー
バル化の中で、市場や国家への不信が募り、
集落への期待が高まるという現代社会の構図
は反転する危険と共にあり、国家・集落・個
人の三者は緊張関係の中にあり続けている。

3　 「消滅」のリアリティと現代の集落論への
道筋
以上のような抽象的価値判断の問題とは別

に、現実は現実として進行する。いわゆる『増
田レポート』等において示された人口減少に
伴う「地方消滅」の将来展望は、農林業セン
サスが示す農業集落機能の低下傾向と折り重
なることで、「集落消滅」を現実問題として
我々に突き付けるものとなった。集落の消滅

1　農業集落の定義と機能
社会空間としての農村を特徴づける基礎的

な単位として、周知のとおり、農業集落が挙
げられる。農業集落の定義は多様だが、農林
業センサスは、「市区町村の区域の一部におい
て、農業上形成されている地域社会のことで
ある。農業集落は、もともと自然発生的な地
域社会であって、家と家とが地縁的、血縁的
に結びつき、各種の集団や社会関係を形成し
てきた社会生活の基礎的な単位である」とひ
とまず定めている。また集落は法人格を持た
ないインフォーマルな集団であるものの、生
産補完機能（例：草刈り）、生活扶助機能（例：冠
婚葬祭）、資源管理機能（例：農地・水資源・文
化等の保全）の３つの機能を担っており、その
現実における存在感は非常に大きい。ゆえに、
例えば減反の割当の単位として、農地制度に
おける利用権が農地法の適用除外となる根拠
として、あるいは共同漁業権の実質的管理主
体として、農林水産関係の法政策の中に巧み
に組み込まれ、その姿を現してきた。

2　 集落を巡る伝統的言説
─解体すべきものか必要不可欠なものか─

現実に存在し、機能する農業集落を巡って
は、大きくは二つの方向の評価がせめぎ合っ
てきた。一つは、集落は国家と個人の間に立
つ中間団体として、国家の統制を免れつつ、
その非公式の権力を用いて個人を抑圧するも
のであるとの評価である。このような立場か
らは、集落は「封建遺制」として否定の対象
となり、解体されるべきものと総括される。

研究員　亀岡鉱平

農業集落への現代的視点
─ 実態への再接近に向けて ─

農林中金総合研究所 
https://www.nochuri.co.jp/



農中総研　調査と情報　2020.1（第76号） 17

産活動自体の上に存立するものであるという
ことである。
対処されるべき集落機能の現代的変容があ

るとして、その要因は何であり、どのように
対処すべきなのかという問いは、一巡して集
落の農業生産の問題に回帰するように思われ
る。したがって、生産関係の変化に連動した
集落機能の変化にまずは着目する必要がある。
例えば、農地集積が進み、ある集落の農地に
ついては集落外の大規模経営体が引き受ける
となった場合、生産補完機能の一環であり、
人的領域的に集落とほぼ一致する水利組合が
担ってきた水利関係の管理保全活動はどうな
るのか。集落外の担い手が新たに引き受ける
のか、生産活動から切断された土地所有者集
団としての集落が引き続き担うのか。こうい
った事態が生じた時こそ、集落のあり方につ
いての自己決定が必要となる重要なタイミン
グとなる。

5　極端に走らない冷静な実態論の必要
集落を巡っては、とかく各人の実体験に規

定された主観的な認識が先行しがちな感があ
るが、過度な期待や悲観を排した冷静な実態
認識こそが求められていると言えるだろう。
また、集落論の特徴として、一方に集落活性
化の成功体験論、一方に限界集落論があるよ
うに、両極化しやすい傾向がある。しかし、
多少の変化を被りながらも、従来的な形のま
まに維持されている集落も多いように思われ
る。その意味でも、集落についての適切な認
識の獲得のために、集落の定常態に着目した
調査研究が今こそ必要とされている。

　＜参考文献＞
・ 加藤光─（2017）「農山村『地域再生』手法の可能性─地
域を創る直売所と買い物難民対策の共同売店─」『松山大
学総合研究所所報』

（かめおか　こうへい）

を巡る議論には、①農村回帰の動き等を積極
的に捉え、集落の維持・存続のための方途を
模索するもの、②消滅を受け入れ、縮小再編
を志向するもの（撤退論、むらおさめ論）等のバ
リエーションが見られるところであり、論調
の現代的な変化が読み取れる。さらに、伝統
的な議論からの前提の現代的変化も踏まえら
れる必要がある。例えば、市町村合併が相当
に進行したことにより行政の末端対応力が損
なわれ、集落の下請け機関としての性格が強
められた場合があるとされている。
集落を論じる意味の一つは、農業・農村に

不可避的に伴う非経済的な側面、産業論とし
て扱いきれない側面に直接アクセスするとい
う点にある。この点を示唆するのは、被災か
らの復興に関する緒論である。東日本大震災
をはじめとする近年の自然災害からの復興論
の中には、集落の紐

ちゅうたい

帯に注目するものが少な
からず見られた。そこでは、被災後の地域課
題に対応する単位としての集落の有用性が再
発見され、被災が集落の自治意識を再構築す
る契機となったことも詳論された。被災とい
う出来事が結果的に示したのは、国家との関
係の中で集落はいかにあるべきかという規範
論的認識を超えた集落そのものの強靭さであ
り、このことは被災地に限らず広く地域社会
全体の地平で受容されてよいものであろう。

4　農業生産への視点の回帰
近時の論調として、地域おこし協力隊のよ

うな外部者の役割が重視されるようになった
点も重要である。協力隊の活動には注目すべ
きものが多いが、集落機能の全般的な補完を
期待され入村するものの、集落単位での営農
ビジョンが明確でなければ、結局のところ生
活面のような農業生産以外の部分での支援も
十分には果たされないという現実の課題が明
らかになりつつある。つまり、集落機能は生
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〈レポート〉農林水産業

主任研究員　田口さつき

続 新漁業法と都道府県の水産行政
─ 沿岸漁場管理 ─

等は、漁場利用において団体的規制が不可欠
として「特定区画漁業権」と規定し、地元漁
協を免許の優先順位の第一位と定めていた。
しかし新法は「優先順位」の考え方を否定し、
関係条項を大きく削除してしまった。
これまでは、海区漁場計画を策定する際の

養殖業者とその他漁船漁業者間の漁場利用上
の利害調整は、地元漁協が自ら行って、総会、
部会または関係業者会等で同意が得られたも
ののみ、漁協が知事に海区漁場計画の樹立要
望を行ってきた。しかし今後は、養殖適地に
個別漁業権を設定する場合には、知事が企業
や個人の被免許者を事前に特定したうえで、
そのための漁業調整などの難しい仕事も全て
都道府県自らが行うことになる。
漁業権の免許にかかる事務は、都道府県の

自治事務である。しかし新法は、農林水産大
臣が我が国の漁業生産力の発展を図るために
必要があると認めるときは、都道府県の区域
を超えた広域的な見地から、知事に対し、海
区漁場計画の案を修正すべき旨の助言その他
海区漁場計画に関して必要な助言（第65条　新
設）、さらには特に必要と認めるときは海区漁
場計画を変更すべき旨の指示をすることでき
る（第66条　新設）とした。都道府県が難しい利
害調整を乗り越えて作成した海区漁場計画が、
農林水産大臣の指示で急きょ変更を余儀なく
される事態も絵空事ではなくなったのである。
ところで免許を受けた漁業権者は、資源管

理の状況や漁場の活用状況等、農林水産省令
で定められた事項を知事に報告しなければな
らない（第90条　新設）が、その際、合理的な
理由がないにもかかわらず漁場の一部を利用

1　養殖を戦略的に振興
2018年12月に「漁業法等の一部を改正する

等の法律」が成立し、新漁業法の20年12月13
日期限の施行日に向け、19年11月８日には省
令案などが意見募集中案件として公示され、
12月７日に締め切られた。
水産庁によれば漁業法の見直しの目的は

「適切な資源管理と水産業の成長産業化を両
立させる」ことであり、その一環として「国
内外の需要も見据え、戦略的に養殖を振興」
することを打ち出した。この養殖に関連深い
のが漁業権制度であるが、当然、この制度も
大いに変更された。

2　沿岸漁場管理は難しい調整が増える
まず、海区漁場計画の策定過程が変更され

た。知事は漁業権を免許するに先立って、海
区漁場計画を策定する（第62条 現行法第11条を
大幅に変更、第64条 新設）が、その際には各方
面からの要望を踏まえつつ、利害関係者の意
見を聴かなければならない（第64条）とともに、
主体的に利害関係者間の調整を行わざるを得
ないこととなった。さらに管轄海面全体を最
大限に活用するため、漁業権が存しない海面
を漁場の区域とする新たな漁業権を設定する
よう努めることも義務づけられた（第63条第２
項　新設）。
特に養殖漁場の物権である区画漁業権につ

いては、知事は計画策定の時点で漁場につい
て個別漁業権（個人に漁業権を免許）と団体漁業
権（団体に漁業権を免許）の別を示さなければな
らなくなった。これは極めて大きな変更点と
言える。現行法は区画漁業権のうちノリ養殖
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していないとき等の場合、知事は指導を行わ
ねばならない（第91条　新設）し、その指導に従
わないときは勧告（第91条）や漁業権の取消し

等を行わなければならなくなった
（注1）
（第92条　新

設）。しかし個別具体の指導を行うには、事実
関係を担保する証

しょうひょう

憑等が必要であり、第90条
の報告に加えて都道府県自らの現場確認や各
種の追加調査が必要となることは必至である。

3　都道府県の職員配置について
予想される業務拡大の前に現状の水産行政

職員
（注2）
の配置状況を都道府県ごとに確認してみ

たい。第１表は都道府県の水産行政に関連す
る指標として、①養殖業産出額が漁業産出額
に占める割合、②水産行政職員１人当たりの
漁業権の免許数を示した。①から西日本で養
殖が漁業産出額に占める割合が高いことがわ
かる。また、②は都道府県間の差が大きい。
さらに、養殖産出額が６割を超える養殖の重
要性が高い地域ほど②のばらつきが大きいこ
とがわかる。

4　都道府県の水産行政職員の見解
都道府県議会の会議録によると、沿岸漁場

管理に関した質疑がなされたのは31都道府県
である。うち22都道府県で漁業権を免許する
際の優先順位の廃止について質疑応答がなさ
れたが、そのなかの18道県は「既存の漁業権
者である漁協等が『適切かつ有効に』漁場を
利用している場合は知事が漁協等に対して継
続して免許することとなるので、既存の漁業
権者に影響はない」とした。養殖業への民間
企業の参入促進については、養殖業が盛んな
地域はすでに適地漁場の大半が漁協や漁業者
に活用されていることから、「新たに企業が参
入する余地はほとんどなく、影響は極めて小
さい」（熊本県）といった答弁であった。（注 1）現行法にも取消条項はあるが、新法では「適

切かつ有効」に漁場を利用していないとみなされ
ると、個別漁業権でも団体漁業権（組合員の漁業
行使権を含む）でも、取り消される恐れがある。

（注 2）水産行政職員とは、漁業調整取締、漁場整備、
水産技術の改良普及、その他水産業に関する仕事
を行う職員。

　＜参考文献＞
・ 水産庁「水産政策の改革について」http://www.jfa.
maf f .go . jp/ j /k ikaku/ka ikaku/attach/pdf/
suisankaikaku-18.pdf（2019年12月 5日最終アクセス）

（たぐち　さつき）

養殖業産出額が漁業産
出額に占める割合

水産行政職員1人当たり
の漁業権の免許数（注1）

北海道
青森
岩手
宮城
秋田
山形
福島
茨城
千葉
東京
神奈川
新潟
富山
石川
福井
静岡
愛知
三重
京都
大阪
兵庫
和歌山
鳥取
島根
岡山
広島
山口
徳島
香川
愛媛
高知
福岡
佐賀
長崎
熊本
大分
宮崎
鹿児島
沖縄

11.2
32.9
24.1
31.3
2.8
0.0
-
※
9.9
※
2.4
3.5
0.4
1.6
4.4
4.2
28.8
42.6
21.5
3.4
45.2
36.8
6.2
1.9
69.0
71.0
12.1
45.9
63.4
72.1
42.5
64.2
85.3
35.8
85.8
66.0
26.7
68.3
40.9

3.7
2.5
2.9
6.6
2.8
0.4
0.8
0.8
1.3
0.7
2.8
5.2
6.0
6.8
5.9
2.7
4.4
11.1
2.9
2.4
9.0
5.9
0.8
4.5
15.1
18.6
3.5
7.5
16.1
12.2
9.2
3.8
19.2
8.4
5.6
3.4
1.1
8.1
10.6

平均 32.3 6.0
資料  総務省「地方公共団体定員管理調査」、農林水産省「漁業産出
額」（2017）、水産庁調べ

（注） 1 　漁業権は、①定置漁業権、②特定区画漁業権、③共同漁業
権の合計。

　　　①と②は15年5月時点の数値、③は13年9月の切替後の数値。
 2 　※は数値の一部が個人または法人その他の団体に関する秘

密を保護するため、統計数値を公表されていないため、正確な数
値ではない。

第1表　 都道府県の水産行政に関連する指標
（単位　％、免許）
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〈レポート〉農林水産業

基礎研究部長　平澤明彦

欧州グリーンディールと農林水産業

（LULUCF）規則を必要に応じて見直す。
①のETSについては対象部門を拡大する方

向であり、これまでの固定施設と航空に加え
て、海事・陸上輸送・建物の参加を検討する。
また、排出削減の不十分な国との貿易による
不利益（炭素リーケージ）を防ぐために一部の部
門で炭素国境調整措置

（注1）
を導入し、これまでな

されてきた排出量の無償割当等を代替しよう
としている

（注2）
。市況の低迷が続くETSのてこ入

れを図る措置と思われる。
農業は18年以来、輸送・建物・廃棄物管理

とともに非ETS部門として一括して30年まで
の削減目標（05年対比30%）が課されている。輸
送や建物が新たにETSに組み込まれれば、農
業は数少ない非ETS部門の一つとして残され
ることになろう。また、非ETS部門の削減目
標も改めて検討が必要となろう。
②のLULUCF規則は各国の森林、耕地、草

地、湿地などの排出量が吸収量を上回っては
ならないことと、排出量・吸収量の算定方法
を定めている。したがって上記の見直しによ
り、この規則が改正されれば農林業にも何ら
かの影響が見込まれる。なお、既存制度では、
農林業は食料安全保障や生物多様性など多面
的な政策目的に関わっていることから温暖化
緩和に貢献する余地は比較的限られていると
みなされ、非ETS部門における排出削減目標
の設定時にもその点が考慮されている。また、
吸収量が排出量を上回る場合は、その超過分
をETS対象部門の目標未達成分を相殺するの
に一定の範囲内で用いることができる。

EUの行政府に当たる欧州委員会は、2019年
12月11日に包括的な気候・環境対策「欧州グ
リーンディール」の概要案を公表した。農林
水産業に影響のある点を紹介したい。

1　欧州グリーンディールとは
これは12月１日に就任したフォン・デア・

ライエン新委員長（任期５年間）が公約の第一
番目に掲げた目玉の政策である。氏は就任か
ら百日以内つまり20年３月上旬までに詳細案
を提出すると約束した。今回発表された概要
案は、温暖化ガスの排出削減とそれに関わる
再生可能エネルギー・循環経済・建築の効率
向上・輸送、次いで環境保全に関わるフード
システム・生態系・汚染ゼロ目標、そしてそ
れらを実現するための財源調達・研究と革
新・移行支援・教育、ステークホルダーによ
る欧州環境協定といった広範な領域と多くの
施策を含んでいる。以下ではそのうちの排出
削減とフードシステムの内容を確認する。

2　排出削減目標の法制化と引上げ
温暖化ガスの排出削減については、20年３

月までに欧州初の「気候法」案を提出し、排
出量を遅くとも50年には実質ゼロにする目標
を定める。これは欧州委員会が18年に打ち出
した構想を法制化するものである。また、これ
まで30年に向けた削減率目標は1990年対比
40%であったが、それでは2050年目標に間に
合わないため50%ないし55%に引上げを目指
す（20年夏までに計画を提出）。そしてそれに伴
い、21年６月までには①排出量取引制度（ETS）
および、②土地利用・土地利用変化・林業
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3　 ファーム・トゥ・フォーク戦略と
農林水産業
農業生産から消費までにわたるフードシス

テムについては、公正で健康に良く環境に配
慮したものにするための「ファーム・トゥ・
フォーク」戦略を21年春に提出し、フードチ
ェーンの全段階にわたる広範なステークホル
ダーとの議論を開始する予定である。この構
想には以下にみるとおり農林水産業への直接
的な言及が多くみられる。
とくに共通農業政策（CAP）と共通漁業政策

は、次期中期財政でそれぞれ予算の40%およ
び30%が気候対策に貢献するよう求められて
いることもあり、ファーム・トゥ・フォーク
戦略の極めて重要な手段

（注3）
として、農業者・漁

業者に相応の生活を保証しながら望ましい移
行を支援するよう位置付けられている。
次期CAP（21～27年）の開始が22年以降にず

れ込む見込みであることから、各加盟国がそ
れまでに策定するCAP戦略計画にグリーンデ
ィールとファーム・トゥ・フォーク戦略の目
標を十分に反映させることを目指す。とくに
各種の持続可能な農業慣行の利用が想定され
ている。また、CAPにおける成果重視の新た
な運営方式を活用し、追加的な環境直接支払
（エコスキーム）などの施策は、農業者による環
境・気候対応の成果、具体的には水質改善と
温暖化ガス排出削減に向けた（肥料など）栄養
素管理の改善や、土壌への炭素貯蔵などに対
して報酬を支払う。
次期CAP戦略計画は、化学殺虫剤・肥料・

抗生物質の利用削減（および殺虫剤のリスク低

減）にかかる目標の高度化も反映しなければな
らない。同計画で過剰栄養素由来の水質汚染
を抑制することは、21年に採択予定の「汚染
ゼロ行動計画」にも貢献する。病虫害防除に
ついては革新的な方法を開発する必要がある。
共通漁業政策には漁業の生態系に対する悪影
響の縮小が期待されている。生態系全般の改
善・回復については法制化など必要な措置を
検討する。
食料源の観点からは、持続可能な海産物は

低炭素の食料源として期待され、また革新的
な食料・飼料や藻類ベースの海産物などの開
発は循環経済（循環型経済）の実現に貢献する。
食料の流通・消費の段階では、持続可能な

食料消費を促進するために、電子的手段など
により詳細な情報を消費者に提供し、健康的
で持続可能な食品の選択と食品廃棄の削減を
助ける。また、EUの環境基準を満たさない輸
入食品はEU市場で認められないとしており注
目される。さらに、バリューチェーンにおけ
る農業者の立場を改善する提案も予定されて
いる。
ファーム・トゥ・フォーク以外の分野では、

20年３月に生物多様性戦略を提出し、さらに
それに基づいてEU森林戦略を策定し、効果的
な造林と森林保全・回復を目指す。森林には
CO₂吸収の拡大や、森林火災の減少、バイオ
エコノミーの促進が期待されている。
このように欧州グリーンディール、とくに

ファーム・トゥ・フォーク戦略は農林水産業
に幅広い関わりがある。実際の影響を見きわ
めるには、施策の具体化を待つ必要がある。

（注 1）公約の段階では「炭素国境税」であった。
（注 2）これらの施策はETS（2005年開始）の「第 4段
階」に相当するものと考えられる。

（注 3）ただし、ファーム・トゥ・フォークの主管は
保健衛生・食品安全総局であるのに対して、農業
と漁業は農業総局の管轄である。

　＜参考文献＞
・ European Commission （2019）“The European Green 
Deal”, COM （2019） 640 final.

・ Von der Leyen, Ursula （2019）“Union that strives for 
more-My agenda for Europe”, political guidelines 
for the next European Commission 2019-2024.

（ひらさわ　あきひこ）
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〈レポート〉農林水産業

主席研究員　河原林孝由基

2020年を迎えるにあたり2015年を振り返る
─ SDGs時代にパリ協定がいよいよ本格スタート ─

入したと唱える著名な学者もいる。

2　転換点は“2015年”
この人類の生存基盤を脅かす危機に直面し、

国際社会は大きく動き出している。その中核
をなすのが、15年９月の国連サミットで採択
された「持続可能な開発のための2030アジェン
ダ」にあるSDGs（エスディージーズ、Sustainable 
Development Goals：持続可能な開発目標）だ。
SDGsの精神では、地球上の「誰一人として取
り残さない」（No one will be left behind）こと
を誓っている。
SDGsの目標達成に多岐にわたり関係してい

る地球環境問題では、同年12月にCOP21（国連
気候変動枠組条約第21回締約国会議）で地球温暖
化対策の国際的枠組みとなるパリ協定が採択
された。
人間活動による地球温暖化の大きな要因で

ある温室効果ガス排出では、二酸化炭素（CO2）
がその大半を占めている。国際エネルギー機

1　大加速化の時代
今、私たちは地球の歴史からみて特異な時

代を生きている。産業革命以降の工業・農業
の発展、とくに1950年代以降の人間活動の爆
発的増大は地球そのものを大きく変えてしま
いかねない状況にある。
経済活動は人類に繁栄をもたらしたが、そ

の活動（第１図）の大加速化「グレート・アク
セラレーション」（Great Acceleration）は富や
食料の偏在を拡大し、増え続ける消費により
エネルギー・土地・水の爆発的な需要増大な
ど過去に例のない地球規模の環境変化を引き
起こしている。気候変動・生物多様性への甚
大な影響が指摘されており、地球の歴史上、
人類（Homo sapiens）というたった一つの種が
地球全体の環境を変えてしまう初めての出来
事になるとも言われている。地質学的にも人
間活動の影響で地球を変えてしまったことを
示す痕跡（例えばプラスチックなど）が残る、新
たな地質年代「人新世」（Anthropocene）に突

資料 WWFジャパン「生きている地球 レポート2018　より高い目標を目指して 要約版」より抜粋
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第1図　20世紀後半における人間活動の爆発的増大・大加速化「グレート・アクセラレーション」

70
60
50
40
30
20
10
0

（兆USドル）

600
500
400
300
200
100
0

（エクサジュール）
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0

（千K㎥）

390

360

330

300

270

（PPM）
0,6
0,4
0,2
0

△0,2
△0,4
△0,6

（℃）

30
25
20
15
10
5
0

（%）
8,4
8,2
8,0
7,8
7,6
7,4
7,2
7,0
6,8
6,6
6,4

（ナノモルグラム）
1
㎏
当
た
り
の
水
素
イ
オ
ン
量

1750
年

1800 1850 1900 1950 2000

1750
年

1800 1850 1900 1950 20001750
年

1800 1850 1900 1950 2000

1750
年

1800 1850 1900 1950 2000 1750
年

1800 1850 1900 1950 2000

1750
年

1800 1850 1900 1950 2000 1750
年

1800 1850 1900 1950 2000

1750
年

1800 1850 1900 1950 2000

社会経済学的傾向
世界人口 実質GDP

一次エネルギー利用 世界の水利用

地球システムの動向
二酸化炭素濃度 表面温度

熱帯林の消失 海洋酸性化

農林中金総合研究所 
https://www.nochuri.co.jp/



農中総研　調査と情報　2020.1（第76号） 23

関（IEA）によると、CO2総
排出量の８割がエネルギ
ー起源であり、その４割
が発電由来である。そこ
で化石燃料（石炭、石油、
天然ガスなど）に代わり、
発電時にCO2を排出しな
い再生可能エネルギー
（以下「再エネ」）に大きな
期待が寄せられている。
世界の電力市場に目を

向けると、15年は再エネ
発電が史上初めて石炭火
力発電の設備容量（ストッ
ク）を超えた年であり、かつ新規設備導入（フ
ロー）でも化石燃料＋原子力発電の設備容量を
超えた年である。同年の再エネ投資額（大規模
水力を除く）は石炭・ガスへの投資額の２倍以
上となり、発電コストは陸上風力発電が、化
石燃料のなかでもコストの低い石炭火力発電
と同水準までになった。現在、太陽光や風力
などの再エネ発電コストはすでに化石燃料を
使った発電と同水準にまで下がっており、さ
らに今後も下がり続け、再エネが経済面でも
化石燃料より優位になる見通しだ。
このように“2015年”は、その後の環境、経

済、社会の広範な分野を決定づけるエポック
メーキングな出来事が相次いだ年であり、こ
こで世界の“潮目”は大きく変わったのである。

3　“2020年”は最後のスタートライン

SDGsは持続可能な世界を実現するための17
のゴール（目標）と169のターゲットから構成さ
れる。気候変動への対処はもとより、貧困、食
料安全保障、持続可能な経済成長など、環境、
経済、社会の広範な分野を対象としており、
それぞれの目標は芋づる式に絡み合い階層構

造になっている（第２図）。「環境」は全ての目
標の土台となり、その恵みの上に「社会」が成
り立っており、さらにその上に「経済」がある。
一方で「環境」「社会」を長期に持続可能なも
のとするには、それが「経済」面で持続可能
であることも重要である。このようにSDGsの
課題は複雑に絡み合っており、その目標達成
には「経済×環境×社会」の統合的・同時解
決のアプローチが必要とされるゆえんである。
“2020年”の本年は、いよいよパリ協定に基
づき各国がコミットした温室効果ガスの削減
目標
（注）

に対する検証の枠組みがスタートする年
である。「脱炭素社会」の実現に向けカギとな
る再エネへの転換では、再エネ発電が経済性
のある事業として成立する素地が整った。
翻って、日本では政府がエネルギー政策の

中長期的な方向性を示す「第５次エネルギー
基本計画」を18年に決定し「再エネの主力電
源化」をめざす方針を初めて打ち出した。一
連の電力システム改革も本年の「送配電部門
の法的分離」をもって制度的には完成をみる。
世界はパラダイムシフト（考え方の枠組みが

劇的に変化）しており、すでに“常識”が変わ
っているのだ。これからの活動は、そのこと
を強く意識することが必要だ。“茹でガエル”
になる前に。

（かわらばやし　たかゆき）

（注）各国は温室効果ガス削減・抑制目標（NDC：
Nationally Determined Contribution）を策定
し 5年毎に目標の確認・引上げを行う。

資料 農林水産省「農林水産業×環境・技術×SDGs」
（注） SDGsのそれぞれの目標の関係性をウェディングケーキに模して表現したもの。

第2図　SDGsの“ウェディングケーキ”図
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〈レポート〉農漁協・森組

っており、見直しを行う以前は、利用する業
務が同じ場合であっても手数料率に若干の差
があった。公平性の確保に加えて、販売事業
の収支改善も課題になっていたため、利用す
るJAの販売事業の機能に応じて販売手数料率
を設定するように改正を行った。

2　機能に応じた販売手数料率設定の考え方
JAでは、次のような考え方で機能別販売手

数料の改定案を作成した。
まず、JAの園芸作物販売事業の業務を５つ

の機能に分け、第１表のようにそれぞれの内
容を整理した。５つの機能とは、①販売代金
精算事務、②部会事務、③販売対応、④荷受・
積込・出荷、⑤検査・荷造である。
①はすべてのJA出荷者が利用する基本機能

で、販売代金精算にかかるシステムへの入力
作業等がこれに該当する。その他の機能との
組み合わせでは、①②③④を利用し⑤は部会
員が自ら行うパターンが最も多く、次に①と
②を利用し③～⑤は部会員が自ら行うパター
ンもあり、２つ合わせて９割を占める。
業務内容を整理したうえで、各機能について

原価計算を行った。人件費については、職員の
機能別の業務時間実績に基づいて計算した。

金融自由化への対応等を背景に、1990年以
降、全国でJAの広域合併が急速に進められ
た。その際、旧JAの販売手数料率を持ち越す
ケースが少なくなかった。近年、農業関連事
業の損益均衡に向けて、コストに見合う手数
料率の設定が課題となっており、JA岡山（以
下「JA」）では、提供する機能に応じた販売手
数料率を導入している。

1　 1万人超の農家を抱える広域合併JA
JAの管内は、岡山市（東区瀬戸町地区を除く）、

玉野市、瀬戸内市、吉備中央町加茂川地区で
ある。2015年における管内の総農家数は１万
3,840戸、販売農家だけでも8,939戸である（農
林水産省「農林業センサス」）。
00年に14JAが合併して発足し、以来03年、

05年、08年の合併を経て、合わせて21JAが参
加している。
合併後、一部の品目では生産部会を統合し

たが、多くの品目では旧JAの生産部会を引き
継いで、その産地名で販売している。19年度
において、園芸作物だけをみても91の生産部
会があり、延べ3,793人の組合員が加入してい
る。ナス、ブドウやモモをはじめとして、50
億円ほどの販売・取扱高がある。
それぞれの生産部会の産地名で販売しつ

つ、「岡JA岡山」としてのブランド力を高め
ることを目的に、「岡園芸部会協議会」を設立
した。７つのエリアごとに部会代表者で組織
するエリア協議会があり、さらに各エリア協
議会から選出された代表者18人により岡園芸
部会協議会代表者会議を開催し、園芸生産部
会の活動に関する意見集約と合意形成を図っ
ている。
園芸作物の販売では、生産部会によって、

部会員が行う業務とJAを利用する業務が異な

主席研究員　尾高恵美

利用する機能に応じたJA販売手数料率の設定
─ JA岡山における園芸作物販売事業の取組み ─

販売事業の機能 主な業務内容
①販売代金
　精算事務

精算事務、野菜価格安定制度にかかる事務、
販売システム入力、販売システム利用料　等

②部会事務
販売会議・総会の開催とその資料作成、出
荷目揃え会の開催、栽培管理日誌の回収・
チェック、クレーム・事故処理　等

③販売対応 市場対応、市況対応　等
④荷受・積込・
　出荷

集荷場での荷受、送り状の作成、トラックへの
積込　等

⑤検査・荷造 集荷場での出荷物の検品・格付け・荷合せ、
梱包作業　等

資料 JA岡山

第1表　 JA園芸作物販売事業の機能とその内容 
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あった。とくに相対的
に手数料率が低かった
部会においては、これ
まで以上に販売業務に
力を注ぐことを提案し、
販売手数料改定の合意
形成を図った。その後、
４月の改定に伴い、JA
に委託する機能を変更

する生産部会はなかった。

4　 手数料率改定を契機に販売対応の
機能強化
この改定により、販売対応に伴う手数料率

が一層明確になったことで、JAとしては、こ
れまで以上の販売機能の強化に努めた。その
効果の一例として、従来の市場出荷に対する
販売強化に加えて、果実を中心にインターネ
ット販売や贈答用など市場外流通の販路拡大
や新規開拓、規格外品を使った加工品の商品
開発と販売による農産物の付加価値向上に取
り組んだ。市場外流通販売は園芸品目の販
売・取扱高の２割を占めるまでに拡大した。

5　 機能別手数料により柔軟な販売事業対応
が可能に
生産者や部会が利用する機能は、生産規模

を拡大した生産者や新規就農者が栽培に専念
できる環境整備、産地を構成する部会員の高
齢化に伴い出荷作業の負担軽減を希望するな
ど、状況の変化により変わる可能性がある。
機能別手数料率は、そのような生産者や部会
のニーズ、状況の変化にも柔軟に対応するこ
とができる。
販売事業の業務内容が異なるため、他の農

産物にそのまま適用することは難しいが、利
用する機能が生産者や部会によって多様であ
る場合は、機能別に原価計算を行い、それに
基づいて手数料率を設定するという考え方は
有効であると思われる。

（おだか　めぐみ）

15年度の機能別原価を基礎として、手数料
率の改定案を作成した。各生産部会の手数料
率は、基本となる①の手数料率（第１図中の
ａ%）に、②～⑤の利用する機能のそれ（ｂ～
ｅ%）を積み上げていく方式である。
なお、JA所有の集荷場については、出荷者

が共同利用しているが、一部の選果場につい
ては、部会が自主運営する方式で利用してお
り、選果場の運営費については全額利用者（部
会）負担となっているため、手数料率はａ～
ｅ%とは別に設定している。

3　生産部会を通じて合意形成
このように作成した販売手数料率の改定案

は、16年11月に経営管理委員会で承認を受け
た。12月に、担当常務、営農部長、園芸課長
が出向いて、前述した岡園芸部会協議会の代
表者に、JA販売事業と手数料率の現状、手数
料率設定の考え方や機能別の手数料率改定案
を説明し、意見を聴取した。
協議会代表者の理解を得た後、翌17年１月

に経営管理委員会内の営農生活委員会に販売
手数料率基準の一部変更について付議し、承
認を受けた。
そして２月から３月にかけて、営農センタ

ー別の部会説明会、各生産部会の総会や販売
会議の場において、生産者に対して協議会代
表者と同様の内容について説明を行い、意見
集約と手数料改定への理解を求めた。生産者
のなかには、部会によって手数料率に違いが
あることを初めて認識し、機能別に手数料率
をそろえることについて一部に反対の意見も

第1図　 機能別販売手数料率の体系（イメージ）

ｅ% ⑤検査・荷造 販
売
事
業
の
機
能

ｄ% ｄ% ④荷受・積込・出荷
ｃ% ｃ% ｃ% ③販売対応

b% b% b% b% ②部会事務
a% a% a% a% a% ①販売代金精算事務

a% a＋b% a＋b＋c% a＋b＋c＋
d%

a＋b＋c＋
d＋e% 手数料率

① ①② ①②③ ①②③④ ①②③④⑤ 利用する機能
資料 聞き取り調査により作成
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〈レポート〉農漁協・森組

主任研究員　尾中謙治

他組織と連携した清水農協の「清水みかん共和国」プロジェクト

上記のプロジェクト発足につながっている。
以下では、プロジェクトで取り組んでいる

ミカンジュースの開発・販売と農業経営の第
三者承継への取組みを紹介する。

2　無添加ミカンジュースの開発・販売
ミカン生産者の困りごとは、味は良いが傷

が付いたりして生食用として市場に出荷でき
ないミカンであった。規格外品は年間約200ト
ンあり、果汁原料として10円/㎏以下で販売し
ており、なかには単価が安いので出荷せずに
廃棄する生産者もいる。
同プロジェクトでは、規格外ミカンの高付

加価値化にあたって、農協はコンサルティン
グ会社、地域商社と連携してミカンジュース
「清水みかん共和国ストレートジュース～
OSUSOWAKE2019～」（容量720ml、価格1,382
円［税込］）を19年に開発・販売した。初年度は
試験的に約10トンを搾汁し、3,000本を生産し
た。ジュースは、５月に管内にある農協のア
ンテナショップ「きらり」、６月からはオンラ
インショップ「きらりWebショップ」と「き
らり楽天市場店」で販売されている。
規格外ミカンの農家からの買取価格は50円/

㎏で、今後のジュース販売が順調に進んで、
搾汁するミカンの量が増えていけば農業所得
の一層の向上につながっていく可能性がある。
今後はミカンのジャムなどの商品開発も進め
られる予定で、販売チャネルも連携団体との
関係で拡大していこうとしており、今後の展

開が期待される。

3　 農業経営の第三者承継への
取組み
管内には、ミカンやバラ、イ

チゴ、枝豆などの生産で一定の
収益を上げているものの、後継
者不在の経営体が散見された。
農協としては、ミカンに限定せ

1　「清水みかん共和国」プロジェクトの概要
静岡県静岡市清水区内を管内とする清水農

協（以下「農協」）は、他の多くの農協と同様に
農業者の高齢化や後継者不足の問題を抱えて
いる。農協の調査によると、後継者のいる農
家は全体の３割未満、うちミカン農家では２
割であり、問題はより深刻であった。そこで、
農協は営農所得の向上や担い手の創出などに
よって持続的な清水のミカン産業を目指すこ
とを目的として、2018年度に「清水みかん共
和国」プロジェクトを立ち上げた。具体的に
は、静岡市清水区産ミカンのブランド力強化、
加工品の商品化と販売、農業の事業承継支援、
新規農業者の受け入れサポートなどを総合的
に進める構想である。
同プロジェクトは、農協がコンサルティング

会社、地域商社、静岡県事業引継ぎ支援センター
（注）

（静岡商工会議所内に設置。以下「支援センター」）
の３団体と連携して推進していく体制である。
農協は組合員と連携団体とのプラットフォー
ムとなって、事業展開を図っている（第１図）。
農協が他組織と連携するようになったのは、

14年に買取販売を実施したときからである。
買い取ったミカンなどの販路確保や商品開発
にあたって、農協単独で実施するよりも連携
した方が効果的と考え、商工会議所をはじめ
様々な組織と連携をはじめた。農協は14年に
静岡商工会議所の会員になっており、農協職
員は商工会議所内の研究会に参加して商品開
発などに取り組んでいた。このような関係が

資料 清水農協資料を一部変更

第1図　「清水みかん共和国」プロジェクトの関係図

消費者
販売 情報 情報・相談

地域商社
（高付加価値商品
の開発）（販路拡大）

コンサルティング会社（コンサルティング）

静岡県事業引継ぎ
支援センター

（農業経営体・新規
就農者マッチング）

新規就農希望者
就農希望

加工原料提供

商品開発

清水農協
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情報・支援
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ず収益の見込める経営体の事業を第三者であ
る新規就農希望者に承継していくことが持続
可能な地域農業には必要であり、希望者もい
ると考えていた。しかし、農協は地縁・血縁
による事業承継の支援はしていたが、第三者
承継についての専門知識やノウハウは不足し
ており、何よりも第三者の当てがなかった。
19年４月にプロジェクトの一環として、農

協は支援センターを設置している静岡商工会
議所と業務提携契約を締結し、第三者承継を
支援できる体制を整備した。これによって組
合員からの事業承継の相談窓口を一元化し、
事業承継に伴う業務負担を農協は軽減するこ
とができ、支援センターの相談機能や後継者
人材バンクを活用することも可能となった。
支援センターの統括責任者の清水氏は、「支

援センターが設置された12年から静岡県下の
農協と連携したいと考えていたが、ようやく
実現できた」「地縁・血縁による事業承継は農
協自らが担えばよいが、第三者承継は事業引
継ぎ支援センターを活用する方が効率的」と
言う（第１表）。
後継者不在だが、将来性のある経営体への

アプローチは、農協が選別した第三者承継の
ニーズのありそうな経営体に対して、農協の
営農指導員と支援センター（商工会議所）の職
員が一緒に事業承継の説明を行っている。現

在２経営体にアプローチしており、話が進ん
でいるのは１経営体である。この１経営体に
は19年７～８月に説明が行われ、経営体から
事業承継の了解が得られた。その後、新規就
農希望者の募集が開始され、11月に県外から
の希望者が出てきたところである。就農が実
現すれば、本取組みによる第三者承継の最初
の事例となる。
今後の支援センターなどの取組みとして、

新規就農希望者に対しては面接があり、その
後順調に進めば経営体への研修や収入補てん
のための仕事、事業承継の時期、住居の確保
などについての相談・アドバイスがある。ま
た、経営体に対しては、既存のビジネスモデ
ルをコンサルティング会社が中心となってブ
ラッシュアップしていこうとしている。これ
は既存のビジネスモデルで、キャッシュフロ
ーは回っているものの、事業の希望者への魅
力や継続性に課題があるからであり、支援セ
ンターは事業の拡大や収益構造の改善を通じ
て、希望者と経営体とのマッチングが重要と
捉えている。さらには、地域の理解を得るた
めに、地域のキーマンに新規就農者が参入す
ることの説明・了解を得ていくことも取組み
のひとつである。
この最初の事例が成功することによって、第

三者承継が今後管内で展開していく可能性が
高まり、持続的な地域農業の実現につながって
いく。第三者承継は、農協や支援センターが単
独で取り組むのは困難であるが、当事例のよ
うに農協と支援センター、コンサルティング会
社などが緊密に連携することによって実現でき
る。単独組織で難しいことをできないと諦める
のではなく、連携によってクリアできる可能性
があることを念頭に置いておくべきであろう。

（おなか　けんじ）

（注）事業引継ぎ支援センターとは、「産業競争力強化
法」に基づいて国が指定した機関が次世代への事
業引継ぎに関する様々な課題解決を支援する公的
相談窓口（各都道府県に原則として 1か所設置）の
ことである。業務内容には、後継者不在事業主に
対して、後継者となる起業家を紹介する業務「後
継者人材バンク事業」の運営も含まれる（静岡県
事業引継ぎ支援センター資料を参考）。

単独組織による対応の課題 連携のメリット

投入可能人員 職員の数が少なく、専門的な金融サービス提供に投入で
きる余裕がない。

支援センターの職員を、自組織で活用可能。

職員のスキル 組織内に専門のスキルや経験の蓄積が少なく、案件への
迅速かつ的確な対応が難しい。

支援センターで蓄積された活用事例を、自組織の案件で
利用可能。

営業エリア 営業エリアが比較的狭いため、域外の取引先とのマッチン
グを行うことが難しい。

営業エリアを超えたマッチングに関し、支援センターの情報
網の活用可能。

取引・関係先数 取引・関係先数が限定的であり、案件提案に適した関係
先を抽出することが難しい。

専門的な視点から相手先の抽出に協力可能（新しい視点
で提案先を探索する）。

資料 静岡県事業引継ぎ支援センター 統括責任者 清水至亮「静岡県センターの活動について」（2019年11月26日）資料に基づき筆者作成

第1表　 第三者承継に取り組む組織の課題と支援センターとの連携メリット
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寄　稿

３名、年間の原木消費量が３千㎥の小規模製
材所である（写真１）。
原木（主にトウヒ）の８割を50km圏内の森林

所有者から、２割を隣国のチェコから（カラマ
ツ）購入している。これらを原材料とした外構
材の製造・販売を主に行っており、その多く
を地域の工務店・一般消費者に直接販売する
地域密着型の経営を行っている。
オーストリアの小規模製材所では一般的な

タイプの製材機（写真２）による製材に加えて
プレーナーによる仕上げ加工を行うことで製
品の価値が高められ、トウヒの仕上げ加工材
は原木仕入れ価格の４倍ほどの価格で販売さ
れていた。
人工乾燥機は小型のものが１台あったが容

量は十分ではなく、人工乾燥を行っているの
は家具用の原板のみ、全製品の２割程度であ
る。販売先の４割が地域の一般消費者で、自
宅の外構などをセルフビルドする材料を購入
するために訪れるとのことであり、このよう
な用途、取引形態においては人工乾燥材のニ
ーズは必ずしも高くないようであった。オー
ストリアに限らずヨーロッパの多くの地域で
余暇に家族で自宅を修繕・改装することをラ
イフワークとする習慣があり、この需要と地
域の小規模製材所の製品供給が噛み合ってい
る事例ではないだろうか。

1　はじめに
私の勤務地のある三重県は、2017年に日本農

業遺産に認定された尾
お

鷲
わせ

ヒノキ林業等の林業
地を抱えており、建築材料として意匠性の高い
木材が生産され、それを加工する製材所も数多
く所在する。近年は住宅様式の変化や住宅着
工件数の減少により、意匠性の高い建築材料の
需要は大幅に減少しており、３mの役物柱を専
門とする製材所が多く見られた三重県松阪地
域においても、廃業が相次ぎ、現存する製材所
の主力製品は造作用材へと移行が見られる。
国内全体で見ると、住宅様式の変化への適

応や輸入材との競合のため、製材所の大規模
化、集約化が進んでいるが、三重県内の製材
所は年間原木消費量が数百～数千㎥の事業者
がほとんどであり、生産体制や流通構造など
の変革が進まない状況にある。
国産材の流通が加速化し、多様な需要が生

じている昨今、三重県内に（および全国にも多
数）所在する小規模な製材所が今後勝ち残って
いくための方策として、2019年９月に訪問し
たオーストリアの小規模製材所の事例が参考
になると思い、ここで一部を紹介したい。
なお、オーストリアの林業・木材産業の概

要については、すでに詳細なレポートが公表
されている（例えば久保山（2013））のでそちらを
参照されたい。

2　 地域に密着した製造・
販売を行う「Holzkompetenz 
Herbert Leitner」
オーストリア北部オーバーエスタラ

イヒ州フライシュタットの郊外に位置
するHolzkompetenz Herbert Leitner
は、100年以上の歴史を持つ従業員

三重大学大学院 生物資源学研究科 助教　渕上佑樹

オーストリアの小規模製材所の実態

写真 2　 製材機写真 1　 製材所入り口の風景
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る地域熱供給網の一端を担っていた。
原木消費量は量産型の製材所としては小規

模な部類だが、大手企業がやりたがらない「小
規模森林所有者からの原木の集荷」、「長尺材
や規格外製品の製造」などを行うことで競合
を避け、需要を獲得していた。
この地域にある製材所も過去30年に多くが

廃業しており、経営者のWeiss氏はこの理由
を「後継者問題、経済状況、そして設備への
投資を怠った」と分析、自社としては次の設
備投資として製品の仕分け機の導入を検討し
ているとのことだった。

4　おわりに
紹介した以外に調査を行った小規模製材所

も含めた共通点として、地域からの原木調達
と地域への熱供給が挙げられ、地域の小規模
森林所有者や一般住民との密接なコミュニケ
ーションの上に経営が成り立っていた。また、
一般消費者によるDIYや、家具・サッシ等へ
の針葉樹材利用など、文化面で日本よりも木
材を身近に感じられる分野があった。日本に
おいてもこれらの分野への販売の本格化が、
小規模製材所にとっては新たな機会の創出に
なるのではないだろうか。

人工乾燥に使用する熱源は製材端
材等を利用した木質バイオマスボイ
ラーから供給されており、温水は乾
燥機以外に近隣の住宅（３世帯程度）
にも供給されていた。また、製材所の
脇を流れる小川に小水力発電（55kWp）
を設置し、自社への電力供給および
売電事業を行っていた。
経営者のLeitner氏は、自社の強みを地域に

根を張り共生していることだと述べていたが、
まさに地域との共生を体現している製材所で
あった。

3　 商社を通じた広域販売を行う
「rettesteiner」
２軒目に訪れたザルツブルグ州プファルヴ

ェルフェンにある「rettesteiner」は、1952年
に設立された製材所で、製材、加工のライン
は１軒目の製材所と大きく変わらないながら、
年間２万㎥以上の原木を加工する量産型の製
材所である（写真３）。近隣（およそ50km圏内）
の森林所有者から主にトウヒを購入し、角材、
板材および家具・サッシ用の原板などを製材、
販売している。製品は商社を通じて国内のプ
レカットメーカーや国外（イタリア等）の家具
メーカーに販売されているとのことだった。
家具用の原板は他の建材用途の製品に比べて
２割程度高い価格で販売されており、この製
材所にとっての主力製品の一つとなっていた。
製材所内のヤードには森林所有者から集荷

した丸太が積み上げられていた（写真４）。秋
から冬の切り旬に伐採された原木をヤードに
ストックし、それを１年かけて徐々に製材す
る。50km圏内には他に製材所が10社あり、森
林所有者は生産した原木の品質や買取単価に
応じて販売先を選択しているとのことだった。
製品は９割が人工乾燥を行っており、自社

が中心となって立ち上げた熱供給のための協
同組合（熱源には製材端材を利用）から熱の供給
を受けていた。この協同組合では近隣の住宅
にも熱供給を行っており、250世帯で構成され

　＜参考文献＞
・ 久保山裕史（2013）「オーストリアの林業・林産業におけ
る近年の変化―日本との比較を通じて―」『森林科学』第
68巻、9～12頁

（ふちがみ　ゆうき）

【謝辞】
　本調査はJSPS 科研費 JP18K14500の助成を受けた
ものである。

写真 3　 製材所の風景 写真 4　 ストックされた原木
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現地ルポルタージュ

た個性的なワイナリーが多く開設されている。
現在、６つのワイナリーと多くのヴィンヤー
ド（醸造設備を持たないぶどう農家）があり、14
年に公開された映画「ぶどうのなみだ」の舞
台になるなど、知名度も広がりつつある産地
である。

2　空知管内の新しい動き
空知管内での醸造用ぶどう栽培は、1970年

代に北海道ワイン（株）が浦臼町でぶどう畑を
開墾したことから始まる。このぶどう畑は現
在、北海道ワインの自社農場「鶴沼ワイナリ
ー」として、日本最大規模の醸造用ぶどう畑
（120ha）になっている。
その後も管内の一部で試験栽培などが続い

ていたが、2000年代に入り転機が訪れる。三
笠市の農家が農産物の高付加価値化を目指し
て1998年にぶどうの栽培を始め、2002年に醸
造免許を取得してワイナリー事業を開始した。
この山崎ワイナリーのワインが国内で高い評
価を得たことで、空知管内は醸造用ぶどう産
地として注目

（注）

されるようになった。
もう一つは09年に岩見沢市に移住し、12年に

ワイナリーを開設したアメリカ人醸造家ブル
ース・ガットラヴ氏の存在である。ガットラヴ
氏はアメリカと日本でワイン醸造に関わった
経歴を持っており、氏の開設した10Rワイナリ
ーは受託醸造（カスタム・クラッシュ）を主業と
する日本でも珍しいワイナリーである。
10Rワイナリーのカスタム・クラッシュで

は、ぶどう生産者が原料を持ち込み、ガット
ラヴ氏の指導のもとで醸造をおこなう。醸造
されたワインは生産者が全量引き取り、自ら
のワインとして販売する。つまり、ぶどう生
産者は自身の醸造設備を持たなくても、カス

1　日本ワインの産地：北海道
日本のワインが注目されている。近年では

国際的なワインコンクールで日本のワインが
入賞することも珍しくない。さらに、2018年
に施行された「果実酒等の製法品質表示基準」
によって、国産ぶどうのみを使用して国内で
醸造されたワインを「日本ワイン」として表
示できるようになった。これを機に、日本ワ
インに対する消費者の関心も高まっている。
北海道は日本ワインの生産量が全国３位で

あり、さらに道内で製造されるワインの90%
以上が日本ワインという、国内有数の日本ワ
イン産地である。道内はワイナリーの新設も
盛んで、17年度末時点のワイナリー数は35と
なっており、これは10年前の２倍以上にのぼ
る。（第１図）
近年、道内で新設されているワイナリーの

特徴として、ぶどう栽培からワイン醸造まで
を一貫しておこなっていることがあげられよ
う。それらワイナリーの多くは小規模ながら
個性的なワイン造りを進めており、北海道で
の新しいワイン造りの一翼を担っている。
札幌市の西方に位置し、岩見沢市や滝川市

などを含む空知総合振興局管内には、そうし

研究員　長谷　祐

ワイン産地としての北海道空知地域と振興局の取組み

資料 北海道農政部「醸造用ぶどう導入の手引（改訂第2版）」より作成
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介する「そらちワインガイド」の作成などを
おこなっている。（第２図）
空知管内には、生産本数が少なく、コアな

ファンもついていることから、販路開拓に積
極的ではないワイナリーも多い。しかし、彼
らも「顔の見える関係」での販売には意欲を
示している。例えば、そらちワインピクニッ
クは、振興局の支援のもと、ワイナリーで構
成される実行委員会が主催し、管内ほぼ全て
のワイナリーおよびヴィンヤードが出展して
いる（12年の第１回は振興局が主催）。

4　ワインを起点とした地域振興
そらちワインピクニックは年々参加者が増加

しており、19年には前売り券が完売し、東京か
ら参加したワインファンもいるなど、ワイン産
地としての空知の評価は高まりを見せている。
一方、個々の小規模なワイナリーでは観光

客の受入れに課題があり、この点については、
振興局の支援もあり、地元飲食店での料理と
のマッチングや、観光タクシーによる少人数
でのツアーの開催など、他産業との連携が見
られるようになっている。
空知地域は、今後もワイナリーやヴィンヤ

ードが増えていく見込みである。小規模ワイ
ナリーの集積と、ワイン産業を起点とした地
域振興を進める事例として、ワインファンの
みならず注目の地域である。

（ながたに　たすく）

タム・クラッシュを利用することでオリジナ
ルワインを造ることが可能となる。
10Rワイナリーの開設以降、空知管内でも

ヴィンヤードが増えており、その多くは、将
来的には自身の醸造設備を持ち、ワイナリー
となることを目指している農家である。
10Rワイナリーが管内で新たなワイン生産

者を生み出すインキュベーション機能を果た
しているといえよう。

3　空知総合振興局「空知ワイン室」
以上のように管内でワイン産業が盛り上が

りを見せるなか、北海道空知総合振興局では
「空知ワイン室」によるワイン振興に取り組ん
でいる。
10年に振興局の特定課題として「空知ワイ

ンの振興」施策が始まり、13年には地域政策
課内に「そらちワイン振興室」を設置した。
その後、ワイン産地としての知名度が広が

るなかで、ワインと食を結びつけた取組みを
強化するため、16年に設置部署を商工労働観
光課に変更、現在の「空知ワイン室」となった。
空知ワイン室の取組み内容は大きく①生産

者支援と②情報発信・プロモーションに分け
られる。
①としては、生産者向けセミナーの開催や、

管内関係者による連絡協議会（そらちワイナリ
ー・ヴィンヤード連絡協議会）の設置、気象・
土壌に関する情報の蓄積と提供などがおこな
われている。空知管内は道内の他産地と比較
して、ぶどうの単収が少ないことが課題とな
っており、ぶどう栽培に関する情報提供は管
内ワイナリーからも評価が高いという。
②としては、消費者向けセミナーや飲食店

向けセミナーの開催、ワインを楽しめる屋外
イベント「そらちワインピクニック」の開催
支援、管内のワイナリー・ヴィンヤードを紹

（注）空知管内では、98年以降、夏季の高温の頻度が
高まり（気候シフト）、醸造用ぶどうの栽培適地と
なっている。

第2図　 そらちワインガイド表紙

資料　北海道空知総合振興局HP
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3　貧困農家向け現物支援
現物支援プログラムは、いわゆる預託であ

る。典型例は、子牛等の購入が困難な貧困農
家が、農業関連企業や大規模農業経営体等か
ら子牛等を預託され、収入を得ることができ
るしくみである。
具体的には、企業が子牛を貧困農家に預け、

飼養技術の提供とともに飼料等の生産資材を
与えながら、企業が求める期間肥育を行い、
その後牛を企業に戻す。この時、貧困農家は
定額の預託料を受け取る。企業のなかには、
企業が求める水準に達した牛を肥育した農家
に対し、子牛を無償で、あるいは飼料を無償
で供与する等の奨励策を持つところもある。
以上の現物支援プログラムも、A分行の貧

困農家への直接的関与はなく、企業への分行
との取引優遇という形で関与している。預託
のような農業生産に関連する取組みを取引先
企業等が行い、貧困削減へ貢献すれば、A分
行はその貢献度合に応じて、企業への貸出金
利を引き下げる等の優遇措置をとっている。

4　支援プログラムの現況
２つの支援プログラムは、A分行イノベー

ション事業部が商品開発を担当し、金融包摂
を担当する貧困扶助金融事業部がそのプログ
ラムの運営にあたっている。貧困扶助金融事
業部の職員によれば、18年に開始された資金
支援プログラムは、既に貧困農家向けに２億
元以上の資金を供給しており、貧困削減に貢
献し始めているが、一方で継続性に不安があ
るとのことであった。それは、この資金の返
済率が通常の融資と比べ芳しくないからであ

1　中国農業発展銀行
中国農業発展銀行は、1994年に農業・農村・

農民政策を推進するために設立された政策金
融機関である。同行の取引先には、地方政府
や比較的大規模な農業関連企業が多く、農家
は取引先ではない。本稿では、同行のA分行
（省レベルの支店）が金融包摂の一部として位置
づけ、貧困認定を受けた農家の貧困からの脱
却のために行っている支援を紹介したい。条
件不利地域では３割近くの農家が貧困認定を
受けている場合もあるといい、そうしたなか、
A分行では貧困農家支援プログラムを持って
いる。なお、中国農業発展銀行を詳しく知り
たい場合は王（2015）、中国の小規模農家向け
融資に見る金融包摂については若林・王
（2019）を参照いただきたい。

2　貧困農家向け資金支援
支援プログラムは、資金支援と現物支援（預

託）に分かれる。
資金支援プログラムは、A分行が農村商業

銀行等に資金を貸出し、農村商業銀行等がそ
の資金を貧困農家に融資するもので、2018年
より開始された。A分行から農村商業銀行等
へは総行（本店）が債券発行により調達した資
金の金利に近い水準で貸出され、農村商業銀
行等は同行からの調達金利に一定の金利を上
乗せして貧困農家に融資している。この金利
水準も低く抑えられている。貧困農家向け融
資は、運転資金では最長１年、設備資金では
最長５年という期間を設けて貸出されている。

主任研究員　若林剛志

中国農業発展銀行の貧困農家向け支援
─ A分行の例 ─
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5　支援プログラムの特徴
この貧困農家向け支援策にはいくつかの特

徴がある。
第１に地域的取組みの実施である。分行に

は、総行（本店）の方針を受けて、分行が支援
プログラムを策定する権限を付与されており、
地域の実情を反映した支援策の策定が可能と
なっている。
第２は低金利である。低金利による手厚い

支援は、貧困農家の自立を妨げることもある
が、まずは貧困農家が融資を受けやすい設計
としており、農村商業銀行等に任されている
金利水準は低い。
第３は間接的関与である。金融機関のみで

貧困農家を支援するには限界がある。こうし
たなか、プログラムに企業等への優遇策を組
み込んだ貧困農家向け現物支援プログラムも
取りそろえている。
第４に、第一書記を活用し、金融リテラシ

ーを盛り込んだ点である。A分行職員の将来
の資金需要をも見越した融資教育的な発言は
重要な視点を含んでいる。それは、貧困農家
が中長期的な視点で営農を行うことで、営農
に継続性が伴い、技術や資本の蓄積が進むか
らである。仮に、預託から資本蓄積を進め、
経営規模を拡大する農家がでてくれば、以上
のような循環に身を置くことができる可能性
が生まれてくる。
貧困農家は融資における金融包摂が難しい

主体であり、かつ中国農業発展銀行にとって
彼らは直接の取引対象ではない。このような
なか、支援プログラムを組み、他組織と連携
することで貧困を削減しようという同分行の
取組みは注目に値する。

　＜参考文献＞
・ 王雷軒（2015）「中国農業政策金融機関の変貌と課題」『農
林金融』第68巻第8号、20～30頁

・ 若林剛志・王雷軒（2019）「小規模農家向け融資に見る中
国の金融包摂」『農林金融』第72巻第12号、19～39頁

（わかばやし　たかし）

った。
しかし、既に返済率上昇への対策も講じら

れつつある。実施され始めている取組みのひ
とつとして、若手公務員等が担い手となる村
駐在第一書記（以下「第一書記」）の活用がある。
第一書記とは、若手公務員等が教育研修の一
環として農村に派遣され、農村の支援をしな
がら、農村を理解する制度で、12年に開始さ
れた。同分行では、主として貧困層を多く抱
える村の村長の了承を得て、第一書記が融資
全般あるいは貧困農家向け融資制度について
貧困層に対し説明する機会を提供している。
聞き取りによれば、融資を受けた貧困農家の
なかには、同分行の貧困農家向け資金の認識
が不十分で、この資金を政府からの供与物の
ように認識してしまう者がいるとのことであ
った。
また、A分行職員への聞き取りによれば、

借入の返済が不能となっても貧困認定は受け
続けることが可能だが、融資を受けることは
難しくなる。貧困農家においても、将来資金
需要が生じることもあると考えられ、その時
融資が受けられない等の不利益を被らないよ
う、今のうちに融資への理解を深め、将来に
わたって融資を有効活用してもらいたいとの
ことであった。
一方の現物支援プログラムは、企業の取組

み次第のところがある。
このプログラムは、所得を得る手段が少な

く、産業振興の必要性はあるものの、その育
成が難しい条件不利地域で有効な取組みであ
るという。貧困農家の一部は、移民指導等を
受けて転居し、その先で雇用を確保すること
もあるという。しかし、条件不利地域に残っ
た貧困農家が引き続き農業を行うことで生計
を立てていくのは難しく、このプログラムに
ある預託制度は、貧困層の生活の底上げにな
るとのことであった。
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てメーカーや農家に大量発注するというC2M
モデル（customer to manufacturing）がユーザー
に評価されたことで成長してきた」と説明し
てくれた。

2　農産物直売から事業開始
工業製品を農村部へ販売するというEC企業

がとったビジネスモデルと異なり、PDDは農
産物を都市部の消費者に直接販売することか
ら事業を始め、その仕組みを順次構築してき
た。中国の農産物流通経路は長く、農産物買
い付け商人、産地の卸売市場、消費地の卸売
市場、農産物小売市場やスーパーマーケット
など、多くの関係者を通じて農産物が消費者
に届けられている。この仕組みでは、流通費
用が高いだけでなく、ロス率も高いという。
その結果、消費者にとっては割高な買い物と
なり、生産者も生産物を安値で買いたたかれ
るという現実がある。
直売により削減された流通経費を農家に還

元するために、PDDは都市部への出稼ぎから
農村部に帰ってきた「新農人」と呼ばれる若年
層や地域の小規模農家の農産物集出荷センタ
ー建設への資金支援を行うなどの連携をしな
がら、農産物を都市部の消費者に直接届けると
いうサプライチェーンを構築してきた。また、
生産者と消費者とのマッチングを行う「農貨
中央処理系統」という農産物売買情報中央処
理システムも作り、ユーザーを増やしてきた。
このようにして、PDDは流通費用を削減す

ることができたため、従来より低価格で消費
者が農産物を購入できるだけでなく、生産者

1　急成長を遂げたEC企業
2019年10月中旬、EC（電子商取引）企業の拼

多多（ピンドォドォ、以下「PDD」）を訪問した。
その際、PDDの研究員から「新しいECによる
農業サプライチェーンの改良」についての説
明を受けたので、その内容を紹介する。
PDDは15年９月に設立された。18年９月30

日から１年間のPDDのアクティブユーザー数
（以下「YAU」）は5.36億人と前年同期に比べて
1.51億人増加した。EC企業のアリババと京東
（ジンドン）のYAUがそれぞれ6.93億人、3.34億
人であったことから、同社のYAUはアリババ
に次いで中国第２位となっている。
また、PDDの19年９月30日までの年間取扱

高は0.84兆元（約13兆円）と前年比で144%増加
した。これに対し、アリババ、京東の取扱高
はそれぞれ5.73兆元（19年３月31日までの１年
間）、1.68兆元（18年12月31日までの１年間）であ
った。時期が異なるため単純比較はできない
が、PDDの取扱高はアリババ、京東に大きく
後れをとっているとみられる。それでもPDD
は創業からわずか４年であることを考えると
驚異的な成長を遂げていると言えよう。
EC企業が激しい競争を繰り広げるなか、短

期間に爆発的な成長を遂げた理由を研究員に
聞いたところ、「①創業時より行っている農産
物の直売、特に生鮮果実の直接販売で知名度
を高めたこと、②既存のEC企業は大都市の消
費者を対象に囲い込みをするなか、PDDは彼
らが対象としていないユーザーを狙ってきた
こと、③購入希望ユーザー数が規定数に達し
た場合には、中間流通経路を通さず、まとめ

主事研究員　王　雷軒

急成長する中国のEC企業「拼多多」
─ 農産物直売と貧困扶助への取組み ─
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困地区での直売によるサプライチェーンの構
築や農産物のブランドの育成などをサポート
している。５年以内に1,000余りの「多多農園」
を立ち上げ、中国の主要農業地区内にある貧
困県をカバーする目標を掲げている。
また、PDDは、PDDが提供するバーチャル

果物をユーザーが育てると、ユーザーに本物
の果物を配送するという遊び心のある取組み
を行っている。聞き取り時点で、仮想農園で
はすでに1,000トンの果物が育てられ、同量の
本物の果物がユーザーに販売されたという。
仮想栽培される果物の実際の産地は貧困地区
であり、このような取組みは結果的にユーザ
ーが貧困地区から直接農産物を購入できるだ
けでなく、貧困扶助にもつながっているとの
ことであった。

4　ECを通じた農産物直販の展望
PDDのみならず、ほかのEC企業も農産物

直売を展開しているが、今後、これらのEC企
業が既存の農産物流通の構造を変えていくの
ではないかとの見方は多い。また、EC企業の
取組みによる貧困扶助の効果が確認される事
例もあり、ますます農村部がECの重要な成長
地域となりそうである。
EC企業は、生鮮および加工農産物の直販の

場の提供、ユーザーニーズ分析や販売予測だ
けでなく、農村観光、農村での飲食サービス
の販売、農産物ブランド化、栽培拠点の育成、
金融などのサービスを提供しており、農村部
でのプレゼンスが一層高まりつつある。
一方、ECによる農産物直販をさらに拡大さ

せるためには、農産物の規格化、農村部の人
材育成、インフラ整備の強化、農村部のECに
対する不信感の払しょくなどの課題があり、
その解決に取り組む必要があると考えられる。

（オウ　ライケン）

の手取りも増えたという。「農村電商発展趨勢
報告」（人民網新電商研究院、19年10月16日発表）
によると、18年のECを通じた中国の農産物販
売額は1,778億元であるが、このうち653億元
がPDDを経由して販売されており、PDDが中
国最大の農産物直売プラットフォームとなっ
ていることが確認できる。19年の農産物販売
額は、ユーザー獲得数の増加に伴い、1,200億
元になると予測されており、今後も大きな成
長余地があるという。
「新農人」は聞き取り時点で6.2万人であり、
彼らが各省の農村で、農産物集出荷センター
を作り上げてきた。PDDはこれらの拠点整備
により、生産者と消費者とを直接結びつけ、
相互の利益を図っているだけでなく、次のよ
うに、農村での貧困扶助にも積極的に取り組
んでいる。

3　農村部の貧困扶助への取組み
中国では、「貧困撲滅」、「環境保全」、「金融

リスク」という３つの難題の解消に取り組ん
でいる。政府は、小康社会（ややゆとりのある
社会）を実現するため、20年までに農村貧困層
のすべてが貧困状態から脱するという大きな
目標を掲げている。こうしたなか、PDDは新
農人のリーダーシップを活用し、貧困農家に
よる農産物直売店の開設などへのサポートを
しているという。聞き取りによれば、国家が
認定した貧困県で農家が経営する直売店の数
はすでに14万にのぼる。
また、PDDは19年４月に「多多農園」を立ち

上げた。「多多農園」とは、農産物の生産拠点で
あるが、利益を農村にとどめ、人材も農村に安
住できる」というキャッチフレーズのもとで、中
国農業大学をはじめとする多くの大学とPDD
が連携しながら、農村部での人材育成の推進、
若年層の人材を農村部に還流させるための貧
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小規模農家向け融資に見る中国の金融包摂

（若林剛志・王　雷軒）

本稿の目的は、中国における小規模農家向け融

資に焦点を当て、事例に基づき資金需要がどのよ

うに満たされ、貸し手がどのように対応している

かを示し、改めて金融包摂を考えることにある。

貸し手による信用割当があるなかで、地域内の

小規模農家をよく知る貸し手が、工夫しながら融

資を実現している本稿の事例は、地域限定的かつ

小規模だが包摂に貢献している。また、外部の資

金提供者が、ある地域内の小規模農家に資金供給

する場合も、小規模農家をよく知る貸し手を活用

することで、包摂に寄与することができる。

本稿の事例から、融資における包摂の基礎は、

様々な主体が様々な領域で役割を果たしていくこ

との積み重ねにあると考えることができる。

農協における農業融資体制の強化
（石田一喜）

農業分野の資金ニーズに対して、農協、信用農
業協同組合連合会、農林中央金庫が構成するJAバ
ンクは、一体的な金融サービスを継続的に提供し
てきた。特に2000年代中頃以降は、農業者の大規
模化、法人化が進んだことに伴う多様かつ高度な
金融ニーズへの対応策を講じ、的確な対応を目指
している。
また、10年以降は、「メイン強化先」に対する訪

問活動も積極的に行っている。この時、訪問活動
を実施する「出向く体制」の整備が欠かせず、先
行する事例では、専任担当者の配置や出向きやす
くする工夫、営農・経済部門との連携などを実践
している。
訪問を通じて農業者の事情を理解することは、

適切な資金対応に加えて、経営課題の解決をサポ
ートする際にも重要となり、今後の取組みが期待
される。

2020年の国内経済金融の展望
（南　武志）

世界経済の減速が続くなか、2019年10月の消費

税率引上げによって民間需要が減少しており、19

年度下期の日本経済はマイナス成長に陥ったとみ

られる。一方、20年は下振れリスクだった米中摩

擦も一時休戦となる可能性が高いほか、半導体サ

イクルの底入れなどが後押しし、世界経済の持ち

直しが始まると予想する。ただし、米中両国とも

成長鈍化が見込まれ、そのペースは非常に緩やか

なものにとどまるだろう。

こうした影響を受けて、20年度上期の日本経済

も回復に向かうが、 6月には消費税対策が終了す

ること、秋には東京五輪・パラリンピックといっ

た一大イベントが終了することから、下期には再

び停滞感が強まる可能性が高い。日本銀行は追加

緩和に前向きな姿勢を続けることになるだろう。

低金利下での個人向け貸出の在り方
（宮田夏希）

金融機関は、低金利で厳しい収益環境にあるな
かでも、貸出業務を通して金融仲介機能を十分に
発揮することが求められている。
個人向け貸出に注目すると、金融機関は、金利

競争による住宅ローンの著しい金利低下や、カー
ドローンの過剰融資といった問題に直面している。
これに対し、住宅ローンについては、金利以外の
面で利用者を引き付けるために、利用者からの相
談に丁寧に応じることが重要となっている。カー
ドローンについては、融資態勢の厳格化とともに、
利用者の資金の悩みに向き合っていく必要がある。
そのほかに、リバースモーゲージやリフォームロ
ーンなど需要が高まっている資金への対応も重要
である。これらの活用は社会的問題の解決にもつ
ながるため、金融機関は積極的に取り組んでいく
必要がある。
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農林金融2020年 1月号

農林金融2019年12月号
経済学の新しいパラダイムと

協同組合の潜在力
（小野澤康晴）

国際協同組合年を記念してICAが開催したカン
ファレンスでは、主流派経済学への批判がなされ
たうえで、経済学の新しいパラダイムのもとでは
協同組合の意義がより明確になるという点で、報
告者のおおむねの合意がなされたとされる。わが
国においても経済学の新しい展開への期待が大き
いなかで、このことは軽視されるべきではない。
経済学の新しいパラダイムでは、個人の合理的

選択に代わって経済活動を集団現象としてとらえ、
相互依存関係からなる経済活動を様々な規範と集
団で共有されるパワーの組合せで理解する視点が
出されており、自主的組織体と事業体の二面性を
もつ協同組合の活動や事業を評価するのにふさわ
しいものといえる。経済学の新しいパラダイムと
協同組合評価について注視が必要である。

森林環境譲与税の執行環境に関する速報と
地域差分析の試み

（多田忠義）

本稿は、森林環境譲与税がどのような特徴を持
つ地域に譲与されたかを把握し、所有区分別林野
面積に基づく市町村の林野類型や市町村の林業雇
用吸収力を用いて地域差の分析を試みたものであ
る。私有林の割合が高く、譲与額が小さい類型に
所属する市町村では、使途を定められずに譲与金
を全額基金に積立すると推測されたが、譲与額、
市町村の林野類型などに地域差があるにもかかわ
らず、森林環境譲与税を活用しようと議論してい
る市町議会もあった。
税の使途が未定の市町村もある一方、譲与税が

増額される予定のため、森林・林業関連事業体は、
森林整備、担い手確保、人材育成、木材利用、自
治体間連携、排出権取引などの様々な税の活用方
法を市町村へ継続的に提案することが求められる。

潮流 　SDGsと経済政策・企業行動

情勢判断
（国内）

7～ 9月期はほぼゼロ成長へ失速した日本経済

（海外）

1　幾分和らいだ先行き懸念

2　総じて弱かった10月分の経済指標

分析レポート
気候変動への対応と欧州のマクロ経済 

経済見通し
2019～20年度改訂経済見通し

連載
金融機関の新潮流

原点回帰をめざす古川信用組合

2019年12月号

潮流 　バンカブル（Bank-able）な世界を求めて

情勢判断
（国内）

1　10月以降、民間消費に大きな反動減が発生

2　2019～20年度改訂経済見通し

（ 2次QE後の改訂）

（海外）

1　個人消費は慎重なものの、経済は底堅さを

維持

2　下振れ圧力が依然強い中国経済

分析レポート
半導体サイクルとユーロ圏経済

今月の焦点
1　気候変動への欧州当局の対応

2　資産形成・運用をめぐる最近の動向

海外の話題
おひとりさま消費

2020年 1月号
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あぜみち

無茶々園の原点や活動の詳細は紙面の都合
上、書籍『大地と共に心を耕せ　地域協同組
合無茶々園の挑戦』農山漁村文化協会または、
HP（http://www.muchachaen.jp）をご覧ください。

3　 消費者運動（提携&産直）をコミュニティ
産直運動へ
45年前に、有機農業に挑戦し、元気な消費者

団体のみなさんと出会い、市場流通では獲得
できなかった経営の安定、やりがいも手に入
れることができ、経営体としても成長させて
頂きました。その中で、物の売り買いだけで
はなく、「せっけん運動」や「環境問題」など
「社会運動」に参画し、世の中を良くしよう！　
世の中を変えよう！　という市民運動を共に
行うことを教えて頂きました。しかし、現在
の産直はただの取引でしかないように思えま
す。協同組合としても価値が薄れているので
はないでしょうか。「消費することで地域が変
わる、コミュニティ力が高まる」そんな消費
と生産の関係性こそが協同組合の本来の姿を
もう一度取り戻す重要なヒントであると思う
からです。昨年、７月豪雨災害で被災した際、
多くの消費者の皆さんの支援や激励で私たち
は元気を頂きました。市場に出荷していたら、
こんな支援や言葉を頂けていません。「産直で
よかった」を実感した瞬間でもありました。
都市や農村は、FECWの自給できる提携関

係を地域同士で連携する時代が到来したと私
は思います。種をまかない百姓に未来はない。
小さな多くの種を、未来の子供たちのために
撒
ま

き続けましょう。
（おおつ　せいじ）

1　無茶々園のその活動と歩み
無茶々園のある西予市明浜町は、四国の愛

媛県西南部に位置し、リアス式海岸特有の山
があって平野が少なくすぐに海が広がる過疎
の町です。1974年、農薬や化学肥料を多用す
る柑橘栽培に疑問をもった農業後継者３人が、
地元のお寺の土地を借りて伊予柑の無農薬栽
培を開始しました。その実験農場を無

む

茶
ちゃ

々
ちゃ

園
えん

と名づけました。むちゃちゃとは、スペイン
語でおねーちゃん、無茶苦茶かもしれないが、
夜の蝶

ちょう

よりみかん山の蝶を追ってがんばろう
と組織の名前に！　現在正組合員64人、準会
員122人です。

2　 無茶々園の目指してきたエコロジカルな
町づくりとは…
評論家の内橋克人氏は、FECの自給を日本

経済の復興のモデルであると言われていまし
た。すなわちフード（食料）、エネルギー、ケ
ア（福祉）の自給です。私たちは、これに雇用
（働く）を付け加えて、FECWの自給できる町
づくりを目指したいと考えました。なぜなら、
江戸時代や戦前の農村は自給自足でしたが、
貧しい中でも庶民は幸せそうに暮らしていた
と思うからです。ところが、戦後の農業政策
は効率化できない農村において、お金を稼ぐ
ことで幸せになれる、そう信じ込まされて経
済農業を目指した結果が、農村の過疎化、耕
作放棄地を増大させ、崩壊集落寸前になった
のではないでしょうか。だからこそ、適正な
収入と自給、いや自立した農村を創造するこ
とこそが、令和の時代に田舎や農漁村が生き
る道だと私は確信しています。

株式会社地域法人無茶々園 代表取締役　大津清次

FECWの自給による町づくり
─ コミュニティ産直を ─
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